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お わ りに

　プルチャ島のある村に,グ ンタ ・アラムが妹ブ ミと2人 きりで住んでいた。戦争に駆 り出さ

れることが多かった戦士グンタ ・アラムの不在時に,ブ ミは妊娠 した。村の人々は,ブ ミの妊

娠がグンタ ・アラムによるものだと疑 い,非 難 した。そうした非難 に耐えきれなくなった彼 ら

は,親 族を伴ってプルチャ島を離れ,マ レー半島にや って来た。生まれた子供 は,バ ティン ・

パ ッガランと名付けられた。そのバティン・パ ッガランが我々の始祖である。(ド リアン・タワー

村の神話の聞 き取 り調査 より)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 は 　 じ　 め 　 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (1)

　本稿は,イ ンセス トをめ ぐるこれまでの様々な人類学上の論争を踏 まえながらも,実 際のイ

ンセス トの状況 をその社会の脈絡の中で記述することで,1つ の民族誌的資料 を提供するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)
である。具体的には,筆 者のマ レーシア調査で観察 されたインセス トの事例 を紹介 し,そ うし
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (3)

た事例 に表象 されるオラン ・アス リ社会(マ レー半島の先住民社会)の インセス トをめ ぐる諸

実践 を考察す る。特 に,オ ラン・アス リ社会の周縁陛,ア ダット(adat:い わゆる慣習法)の オ

ラン ・アス リ的用法,オ ラン ・アス リのアダッ トとイスラーム及び国家 との法的関係 を分析 と

考察の中心にすえる。
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　 インセス ト・タブーはほとん どの社会 に普遍的に見 られる現象である一方,イ ンセス トをお

か した者 に対す る 「制裁」には,そ れぞれの社会に程度の差が見 られる。すなわち,実 際にイ

ンセス トが生 じた場合の対応のあり方,処 理の方法 は,社 会 によって微妙に異なっているので

ある。オラン ・アス リ社会においても,イ ンセス トは禁止 されており,イ ンセス トをおか した

者にはオラン ・アス リ特有の 「制裁」が用意されている。

　 しかし,実 際にインセス トが生 じているにもかかわ らず,「制裁」を行わないという状況,す

なわち,「インセス トが解決 されない状況」に,筆 者はフィール ドワークの経験の中で遭遇 した。

本稿でのインセス トの事例には,1980年 代以降,オ ラン・アス リに対 して行われているイスラー

ム化政策が,大 きな影響を与えている。イスラーム化が進行するなかで,オ ラン ・アス リのイ

スラーム改宗者が増加 し,そ れまでの村の社会秩序 に微妙な影響 を与えているのである。イン

セス トをおか した娘の両親がイスラームに改宗 してお り,村 のアダット・リーダーたちと対立

関係 にあったことは,事 態を複雑 にしていた。こうしたインセス トが解決 されない状況 につい

て,オ ラン ・アスリ社会の場合,い くつかの説明や解釈が必要 になって くる。本稿では,そ う

したインセス トにまつわる事情 を記述 し,分 析することによって,オ ラン ・アス リ社会 におけ

るインセス トをめ ぐる諸実践を考 えてみたい。

　以下,イ ンセス トの事例 を記述 ・分析す るが,そ のためには事例がおかれた社会的脈絡 につ

いての予備的知識が必要 となる。本稿でのオラン・アス リのインセス トの事例の場合,オ ラン・

アス リ社会の特殊性についての歴史的説明が不可避になる。また,最 近の現象であるイスラー

ム化の動 きとイスラーム改宗者の問題 もインセス トの事例 にかかわってくる。オラン・アス リ

によるアダットの解釈 とその用法 も,こ こでは重要である。アダットと国家法の関係やイスラー

ム改宗者の法的処遇の問題 は,イ ンセス トが解決 されない状況 と直接的に結びついている。村

の中の権力構造は,事 例の背景説明として必要であるし,村 の中でのインセス トの定義の問題

はインセス トの解釈に絡んでいる。

　 したがって,本 稿の第1章 において,オ ラン ・アス リとい うエスニシティの歴史性 をマレー

人との関係の中で記述 し,第2章 においては,オ ラン ・アス リのイスラーム化 と国家法の問題

を概説する。第3章 において,調 査地 ドリアン ・タワー村 と村内の権力構造 について簡述 した

後,続 く第4章 において,ド リアン ・タワー村のアダットにおけるインセス トを定義する。そ

の後,実 際のインセス トの事例を紹介 し,第5章 において,イ ンセス トの事例の分析 と考察を

行 う。

1.オ ラ ン ・ア ス リの歴 史 性 マ レー人 との関係

　 今 日で い うオ ラ ン ・ア ス リ とは,マ レー シ ア の 憲 法 で 規 定 さ れ て い るマ レー 人 の 定 義 「イ ス

ラ ー ム を信 仰 し,日 常 的 にマ レー 語 を話 し,マ レー 人 の慣 習 に従 う者 」 に 当 て は ま らな い 土 着
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の 諸 民 族 集 団 で あ る。 オ ラ ン・ア ス リの 人 口は 現在 約9万 人 で あ り,マ レー シ ア の 人 口(約2千

万)を 考 慮 す る と極 少 の 少 数 民 族 で あ る。 人 口 が集 中 す る都 市 部 で は 目立 た な い彼 らの 存 在 も,

人 口が 希 薄 な 農 村 地 域 な ど,マ レー 半 島 の 「辺 境 」 地 域 に お い て は,オ ラ ン ・ア ス リの存 在 が

無 視 で き る まで に少 な い とい うわ けで は な い。

　 本 稿 で対 象 とす るヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ン州 の オ ラ ン ・ア ス リの 人 々 は,ト ゥム ア ン(Temuan)

と分 類 され る人 々 で あ る。 トゥム ア ン とい う名 称 は,マ レー シ ア独 立 以 降 の オ ラ ン ・ア ス リ政

策 を展 開 す る上 で の便 宜 的 名 称 の 意 味 合 い が 強 い。 トゥム ア ン と隣接 す る ス ム ラ イ(Semelai)

や マ ッ ・ム リ(Mah　 Meri)は,言 語 的 に は モ ン ・ク メ ー ル 語 系 の 言 語 を話 し,マ レー語 系 の 言

語 を話 す トゥム ア ン との 問 に は 言 語 的 な境 界 が 存 在 す る。調 査 地 域 で は,ス ム ラ イ との差 異(言

語,慣 習,呪 術 な ど)を 強 調 す る際 に,ト ゥム ア ン が 自称 と して使 わ れ る一 方,ム ス リム で あ

るマ レー 人 との 差 異 を強 調 す る 際 に は,オ ラ ン ・ア ス リが 使 わ れ る。概 して,彼 らは 自称 と し

て は トゥム ア ン よ り もオ ラ ン ・ア ス リを頻 繁 に用 い る 。

　 ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ン にお け る地 域 的 な名 称 で は,ト ゥム ア ンや オ ラ ン ・ア ス リ以 外 に ビ ド ゥ
　 　 　 　 　 　 　 (4}

ア ン ダ(Biduanda)が 自称 と して 使 わ れ る こ とが あ る。 こ の ビ ドゥア ン ダの 使 用 は,彼 ら と今

日の マ レー 人 との 連 続 性 を象 徴 して い る。 ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ン に お け る ビ ドゥア ン ダ とい う概

念 を考 察 す る こ とに よ り,そ れ を明 らか に しよ う。

　 ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ンは,ス マ トラ島 か ら移 住 して きた ミナ ン カバ ウの 植 民 に よ っ てつ くられ

た 王 国 と され,母 系 の ア ダ ッ ト(Adat　 Perpatih)を 特 徴 と し,父 系 的 な イ ス ラ ー ム と母 系 的 な

ア ダ ッ トの矛 盾 が 人 類 学 者 の 主 た る関 心 とな っ て きた[e.g.　 Pelez　1988]。 そ う した ヌ グ リ ・ス

ン ビ ラ ン の イ メ ー ジ は,そ こ に住 む マ レー 人 が何 らか の 形 で ミナ ンカ バ ウ と系 譜 的 に 関係 して

い る とい う誤 解 を与 え て き た と考 え られ る。 しか し,対 象 地 域 で あ る ジ ェル ブ 県 に お い て は,

今 日の マ レー 人 の 中 に は 自分 た ち は ミナ ンカバ ウ(の 子 孫)で は な く,ム ラユ ・ア ス リ(Melayu

Asli),す な わ ち 「本 来 の マ レー 人 」 だ と主 張 す る人 々 が い る。 さ ら に,自 らの 祖 先 が オ ラ ン ・

ア ス リだ っ た と主 張 す る人 々 もい る。 彼 らが,そ の 根 拠 とす る の が,マ ラ カ 王 国 に よ り 「新 規

にイ ス ラ ー ム に改 宗 した 人 々や 改 宗 して い な い土 着 の 人 々 」 に対 して 名 付 け られ た ビ ドゥア ン

ダ(王 の従 者 の 意)と い う名 称 で あ る。ジ ェル ブ の伝 統 的 首 長 ウ ン ダ ン(Undang)の 歴 史 を扱 っ

　 　 (5)
た 書 物 に よれ ば,ウ ン ダ ン の 祖 先 の 称 号 は,今 日 の オ ラ ン ・ア ス リの 首 長 を示 す バ テ ィ ン

(Batin)と な っ て お り,そ う した 称 号 の使 用 か らウ ン ダ ン と今 日の オ ラ ン・ア ス リ との 聞 に は何

らか の 系 譜 的 関 係 が 存 在 す る と 考 え ら れ て い る。 ドリア ン ・タ ワ ー村(Kampung　 Durian

Tawar:仮 名)の 神 話 の 聞 き取 り調 査 に よれ ば,彼 らの 祖 先 の 間 で,イ ス ラ ー ム に改 宗 した者 た

ち が 今 日の マ レー 人 に な り,イ ス ラ ー ム に改 宗 しな か っ た者 た ち が 今 日の オ ラ ン ・ア ス リに な っ

た と語 られ る。 ま た,ド リア ン ・タ ワ ー村 のバ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ ト(Batin　 Janggut:仮 名 。

以 下,人 物 名 はす べ て仮 名)も また,か つ て の ウ ン ダ ンは オ ラ ン ・ア ス リだ っ た とい う認 識 を
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持 ってお り,今 日のオラン ・アス リ(特 にバティン)と 伝統的首長ウンダンの問には社会的あ

るいは儀礼的な親交があるべ きだ と主張する。

　 いずれに しても,マ ラカ王国によって,ビ ドゥアンダと名付 けられた土着の人々は,イ スラー

ム化の過程でイスラームに改宗する人々と改宗 しない人々に分かれていった と考えるのが妥当

であろう。 もちろん,ミ ナ ンカバ ウなどのムス リム移民の流入や,イ スラーム化の過程での暴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6}
力 を伴 っ た 内 陸 部 へ の植 民 地 化 や 奴 隷 略 奪 も無 視 で き な い。 しか し,結 果 と して,英 国 が マ レー

半 島 を植 民 地 化 して植 民 地 政 策 を実 施 す る際 に採 用 した 分 割 統 治 政 策 は,こ の ビ ドゥア ン ダ の

ム ス リム と非 ム ス リム の 間 に 境 界 線 を入 れ る こ とに な っ た こ と は確 か で あ る[Couillard　 1984:

101]。 ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ンの 場 合 に は,今 日の オ ラ ン ・ア ス リは,英 国 植 民 地 政 府 に よっ て サ カ

イ(Sakai)/ジ ャ ク ン(Jakun)/ア ボ リ ジニ(Aborigines)と 呼 ば れ,い わ ゆ る ム ス リム の マ

レー 人 とは 区 別 され る よ う に な る。 す な わ ち,分 割 統 治 政 策 が進 み,マ レー 人概 念 が形 成 さ れ

る につ れ て[cf.加 藤1990;Hirshman　 1987],ム ス リム と非 ム ス リム の ビ ドゥア ン ダ の境 界 規 準

が 重 要 視 され て い っ た の で あ る。 この よ う に,英 国植 民 地 期 に,今 日の マ レー 人 概 念 が 形 成 さ

れ た が,オ ラ ン ・ア ス リ概 念 も また 英 国 植 民 地 政 策 の 遺 産 で あ っ た 。 独 立 前 夜1よ,今 日の オ

ラ ン ・ア ス リの 人 々 の 中 に推 定 約2万 人 の ム ス リム が 存 在 した と言 わ れ,独 立 後 に は彼 らの ほ

とん ど は 憲法 で 定 義 され る今 日の マ レー 人 にな っ た とい う[Baharon　 1968;JHEOA　 1972]。 独 立

後 の1966年 に マ レ ー シ ア 政 府 に よ っ て 公 式 に オ ラ ン ・ア ス リが 名 称 と して採 用 され る の だ が

[Mohd　 Tap　 1990:31],オ ラ ン ・ア ス リは ム ス リム を核 とす るマ レー 人 概 念 に 当て は ま らな い非

ム ス リム の土 着 民 と して 定 義 さ れ た の で あ る。

　 こ う して,少 な く と もヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ンの 歴 史 過 程 に お い て,ビ ドゥア ン ダ と名付 け られ

て い た 土 着 の 人 々 は,イ ス ラ ー ム 化 の 進 行 や 英 国 に よ る植 民 地 政 策 に よっ て,結 果 的 に マ レ ー

人 とオ ラ ン・ア ス リ とに 区別 され た とい う こ とに な る(表1を 参 照)。 前 述 した よ うに,英 国 植

民 地 期 に は非 ム ス リム の 土 着 民 は サ カ イ/ジ ャ ク ン/ア ボ リジ ニ等 と呼 ば れ て い た。 もち ろ ん,

制 度 と実 態 の 間 に は乖 離 が あ り,ド リア ン ・タ ワー 村 で の 系 譜 調 査 の 結 果 に よれ ば,祖 先 はパ

表1　 オ ラ ン ・ア ス リの イ スラ ー ム化 とエ スニ シテ ィの変 遷(ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ンの例)

前植民地期

非ムス リム

イスラーム改宗者

ム ス リム

Biduanda

Biduanda

Malay(Melayu)

英国植民地期

Sakai/Jakun/Aborigines

Sakai/Jakun/Aborigines

Malay{Melayu)

独立以後

Drang　 Asli

Orang　 Asli　 Islam

Malay(Melayu)

縦方向の矢印はイス ラーム化を示 し,横 方 向の矢印はエスニシテ ィの変化を示 している。
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ハ ン(Pahang)の マ レー 人 で あ っ た り,英 国 植 民 地 期 に 「華 人 」(orang　 cina)と 結 婚 して い た

人 が 存 在 す る。 こ の こ と は,今 日の マ レー 人 や オ ラ ン ・ア ス リが法 制 度 的 に 定 義 さ れ た カ テ ゴ

リー で あ り,社 会 的 な カ テ ゴ リー とズ レが あ る とい う こ とや,法 制 度 化 以 前 に お い て は エ ス ニ

シ テ ィの境 界 は今 日の よ う に厳 密 で は な か っ た とい う こ と を示 して い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (7)

　 独 立 後 に マ レー 人 とオ ラ ン ・ア ス リは そ れ ぞ れ 法 的 に 定 義 さ れ た が,そ う した マ レー 人 とオ

ラ ン ・ア ス リの エ ス ニ シ テ ィの 境 界 に,新 た な展 開 が 見 ちれ る。 そ れ は,「 イ ス ラ ー ム の オ ラ ン・

ア ス リ」(Orang　 Asli　Islam)の 出 現 で あ る。 つ ま り,マ レー シ ア独 立 直 後 に は 存 在 しな か った

ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リが,1980年 代 以 降 の オ ラ ン ・ア ス リに対 す る国 家 主 導 の イ ス ラ ー ム

化 政 策 の影 響 で 出現 して き た の で あ る。

2.オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム化 と国 家法

2.1.　 イ ス ラー ム化

　 オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム化 政 策 が 顕 著 に な る の は,70年 代 後 半 か らの こ とで あ る。 そ れ

は,マ レ ー シ ア に お け る イ ス ラ ー ム 復 興 運 動 が 影 響 して い る。 オ ラ ン ・ア ス リ局(JHEOA:

Jabatan　 Hal　 Ehwal　 Orang　 Asli)は,1980年 代 以 降,オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラー ム 化 プ ログ ラ

ム を実 施 す る[JHEOA　 1983]。 そ の 内容 は,イ ス ラ ー ム 改 宗 者 へ の 優 先 政 策 で あ っ た。 「建 設 的

差 別(positive　 discrimination)」 政 策 と名 付 け られ た そ の政 策 は,イ ス ラー ム 改 宗 者 た ちへ の 家

屋,経 済 開 発,水 道 ・電 気,教 育,イ ス ラ ー ム 祭 礼 の援 助,そ の 他 の 社 会 開発 全 般 に渡 る優 先

政 策 で あ る。　 　 　 　 　 ,

　 教 育 シ ス テ ム そ して 公 務 員 の 人 事 シ ス テ ム に お け るイ ス ラ ー ム 改 宗 者(ム ス リム)の 優 先 は,

結 果 的 に,オ ラ ン ・ア ス リの エ リー ト層 の イ ス ラ ー ム化 を促 進 す る こ とに な っ た 。 なぜ な らば,

シス テ ム 内 で の 上 昇 を はか る た め に は,イ ス ラ ー ム に 改 宗 す る こ とが 条 件 と され る か らで あ る。

た だ し,こ う した エ リー ト層 の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 た ち は,オ ラ ン ・ア ス リの村 に住 む こ とは 少

な く,ほ とん どが 町 や 都 市 に住 ん で い る。 そ して,彼 らは,オ ラ ン ・ア ス リ社 会 で は な く,マ

レー 人 社 会 の 中 に生 きて い る。 した が っ て,彼 らエ リー ト層 の イ ス ラー ム 改 宗 者 が オ ラ ン ・ア

ス リの 村 レベ ル の 権 力構 造 に影 響 を与 え て い る とは 言 い 難 い。

　 一 方,「 建 設 的 差 別 」政 策 に よっ て,村 レベ ル の イ ス ラー ム 改 宗 者 も増 加 して い る。 た だ し,

村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 た ち の 実 態 は,改 宗 が純 粋 に 宗教 的 な もの で な い だ け に,イ ス ラー

ム 復 興 が進 む マ レー シア の イ ス ラー ム の 常識 か らす る と,変 則 的 な もの に な って い る。 例 え ば,

イ ス ラ ー ム で 禁 忌 と され る食 物(豚 肉 な ど)を 食 べ て い た り,断 食 や 礼 拝 を怠 るの は 日常 茶 飯

事 と言 わ れ る。 州 の イ ス ラ ー ム 局 の 役 人 を困 らせ るの は,あ る村 で イス ラ ー ム に改 宗 した 人 が

他 の州 の村 に移 動 す れ ば 「自分 は イ ス ラー ム で は な い 」 と偽 る こ とで あ る と い う。 援 助 金 が 途

絶 え た り,イ ス ラー ム の様 々 な義 務 に耐 え られ な くな れ ば,「 イ ス ラー ム を辞 め た い」 とい う人
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マ レー ・ム ス リム社 会
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周縁化

図1　 イスラーム化 の過程①

マ レー ・ム ス リム社 会

マ レー シア国 家 エ リー ト層 の イ ス ラー ム改 宗者

中心化

オ ラ ン ・ア ス リ社 会

非 ムス リムの オ ラ ン ・ア ス リ 村 レベ ル の イ ス ラー ム改 宗 者

周縁化 さ らなる周縁化

図2　 イスラーム化 の過程②

もい る。 つ ま り,イ ス ラー ム 改 宗者 た ちの 実 態 は,制 度 的 に はム ス リム で あ る が,意 識 の 上 で

は ム ス リム で は な い。 そ う した状 況 は 非 ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リや マ レー 人 か ら 「名 前 だ け

の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 」 と椰 楡 さ れ て い る[Dentan　 et　al.1997:147]。

　 国 家 主 導 の イ ス ラ ー ム 化 政 策 に よ って,オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の増 加 が 見 られ

る一 方,イ ス ラー ム化 に 対 す る抵 抗 も存 在 して い る。 多 くの 非 ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リは,

イ ス ラー ムへ の 改 宗 を拒 否 して い るの で あ る。 そ れ ば か りで な く,イ ス ラー ム化 を推 進 す る政

府 に 対 す る反 発 も存 在 して い る。 そ う した状 況 に対 して は,イ ス ラ ー ム 化 の 過 程 で,オ ラ ン ・

ア ス リ社 会 内 部 の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の マ レ ー ・ム ス リム 社 会 へ の 同 化(マ レ ー ・ム ス リム 社 会

へ の 中心 化 の ベ ク トル)と 非 イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の 周縁 化 とい う現 象 が 起 こ っ て い る とい う説 明

が 可 能 で あ ろ う(図1参 照)。 こ う した構 図 は,ビ ドゥア ン ダ の イ ス ラ ー ム 化(マ レー 化)と 類

似 して い よ う。 しか し,そ う した構 図 だ けで は,本 稿 で 述 べ るオ ラ ン ・ア ス リの イ ンセ ス トを

め ぐる状 況 は 説 明 す る こ とが で きな い 。 村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 は,非 ム ス リム を核 とす

るオ ラ ン ・ア ス リの ネ ッ トワー ク か ら 「排 除 」 され る傾 向 に あ り,エ リー ト層 の イ ス ラー ム 改

宗 者 の よ う に マ レー 人 の ム ス リム の共 同体(ummah)の 中 に入 る可 能性 が 少 な い か らで あ る。

そ こで,イ ス ラ ー ム 改 宗 者 た ち をエ リー ト層 の 人 々 と村 レベ ル の 人 々(特 に 「名 前 だ け の イス

ラ ー ム 改 宗 者 」)に 分 け て 考 え る と,図2の よ う な構 図 が 浮 か び上 が っ て く る。エ リー ト層 の 改

宗 者 た ち は,オ ラ ン ・ア ス リ社 会 を離 れ,緩 や か な イ ス ラ ー ム化(マ レー化)と い うベ ク トル

を た ど るで あ ろ う。 しか し,村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 は,イ ス ラ ー ム に改 宗 した こ とで 非

ム ス リム を核 とす るオ ラ ン ・ア ス リ社 会 か ら は'「排 除 」 され る が,イ ス ラ ー ム に改 宗 した か ら

とい っ て,マ レー ・ム ス リム 社 会 に吸 収 され る わ け で もな い の で あ る。 こ う した村 レベ ル の イ

ス ラ ー ム 改 宗 者 た ち は,周 縁 社 会 で あ るオ ラ ン ・ア ス リ社 会 に見 られ る 「さ らな る周 縁 化 」,つ

ま り周 縁 社 会 の周 縁 者 と見 な す こ とが で き る。 今 日の オ ラ ン ・ア ス リ社 会 を理 解 す る場 合 に,

こ う した 村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 に対 す る認 識 は 必 要 で あ る と考 え る。
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2.2.ア ダッ ト,イ スラーム法,国 家法　　 ドリアン ・タワー村のアダッ トの場合

　 ドリアン・タワー村のアダット(adat:慣 習法)は,母 系制の ミナンカバウの影響を受けたア

ダッ トと見なすことができ,相 続やアダット・リーダーの称号の継承,婚 姻規則などが母系の

原理で行われる。 しかし,そ うした ミナ ンカバ ウの 「影響」は彼 らにとっては重要ではない。

確かに,彼 らのアダットは近隣のマレー人からの 「借 り物」 とも解釈で きるわけだが,彼 らは

その 「借 り物」を主体的に取 り込み,自 分たちのアダットとして使いこなしている。すなわち,

「借 り物」 とも言える文化を主体的に取 り込み,使 いこな して しまう文化の 「消費」のあり方

がここでは重要な視点になる[cf.ド ・セル トー1987]。 こうした視点に従 えば,彼 らオラン・ア

ス リのアダットはマ レー人の影響 を受けたアダッ トではな く,「自分たちのや り方」(cara　kita)

としてのアダットということになる。ヌグ リ・スンビランのマレー人が父系要素の強いイスラー

ムと母系のアダッ トとの矛盾を抱えているのを評 して,彼 らは自分たちのアダットはイスラー

ム要素がないのだか ら 「本当のアダッ ト(adat　benar)」 だ と主張することもある。

　彼 らが 自らのアダットを保持できるのは,彼 らが 「オラン ・アスリ」であり,法 的に特別な

地位にあることに起因する。独立直後の1961年 のオラン・アス リ政策の指針の中では,「オラン・

アス リ自身の慣習,政 治体系,法 律,制 度は,そ れ らが国家法体系に抵触 しない限 り維持 され

ることが許 される。そのようなオラン ・アス リの社会統制手段は,オ ラン ・アス リによる犯罪

を処理するためにで きる限 り使用すべ きものとする」と定め られている[信 田1996a:113]。 そ

して,オ ラン・アス リの村の司法権についても,国 家法に抵触 しない限 りバティンをはじめと

する村 のアダッ ト・リーダーたちに任せ られるということが行政的に慣例化 している[信 田

1998:15]。 ただ し,国 家法に抵触す る場合には,紛 争は警察や国家法の中で処理され る。例え

ば,追 放刑などの物理的強制力を伴 った制裁は,国 家法 と抵触す る恐れがあるので,ほ とんど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8)
のアダットによる制裁は罰金などの経済的制裁 に制限されている。

　ただ し,当 事者がオラン ・アス リどうしならばこの法的自治の原則はある程度通用するが,

それがマ レー人や華人などの外部者 との紛争 においては,多 くの場合,外 部者の論理あるいは

外部者 との交渉の中で処理される。た とえば,レ イプや殺人などの刑事事件の場合で も,紛 争

当事者がオラン ・アスリどうしでなおかつ内々に処理 される場合には,警 察が介入 しない可能

性 もあるが,レ イプや殺人の被害者がた とえばマレー人である場合などは,裁 判所がその紛争
　　　　　　　　　(9)
を処理す ることになる。

　それは婚姻の場合 も同様である。すなわち,外 部者 との婚姻の場合,多 くの場合 は,マ レー

人や華人の婚姻法に則って結婚する。その場合に しば しば問題 とされるのは,ム ス リムのマ レー

人 との婚姻であった[Mohd　 Tap　1990:136-137]。 「経典の民」であるキリス ト教徒 ・ユダヤ教徒

以外の異教徒 との婚姻 を禁止するイスラーム法 に則った婚姻においては,オ ラン ・アスリはイ

スラームに改宗する以外 に選択の余地はない。
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　 オ ラ ン ・ア ス リど う しの 婚 姻 の場 合,あ る い は 外 部 者 が オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ トに従 っ て

結 婚 す る こ とを望 む 場 合,オ ラ ン ・ア ス リの 村 の ア ダ ッ トに従 って 結 婚 す る こ とが慣 例 で あ る。

そ の 場 合 に,国 家 法 との 関連 で 重 要 な の は,彼 ら 自身 の 「慣 習 」 が 尊 重 され て い るだ けで,彼

らの 婚 姻 を扱 う 「国 家 法 」 が 存 在 しな い とい う こ と と,彼 らに は 「婚 姻 登 録 」 を行 う習慣 が な

　 　 　 　 　 　 　 　 (10)
い と い う こ とで あ る。 す な わ ち,オ ラ ン ・ア ス リの 「慣 習 法 」 は実 質 的 に は国 家 法 体 系 に組 み

込 まれ て い な い し,「婚 姻 登 録 」を行 わ な い とい う こ と は彼 らの 婚 姻 に 関 して 国 家 法 の 適 用 そ の

もの が で き な い こ とを意 味 して い る。 この 場 合,当 事 者 が オ ラ ン ・ア ス リど う しで あ る と い う

条 件 と,紛 争 が起 こ っ た 際 に そ れ を 警 察 な どの外 部 の権 力 に持 ち込 まな い と い う条 件,す な わ

ち村 の ア ダ ッ トに従 う とい う条 件 が 必 要 に な っ て くる。

　 多 くの 場 合,オ ラ ン ・ア ス リど う しの 婚 姻 に 関 して は,村 の ア ダ ッ トに従 っ て行 う とい う こ

とが 噴例 化 して きた 。 しか し,オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラー ム 改 宗 者 の 増 加 に よ っ て,そ う した

状 況 に変 化 が生 じて い る。 つ ま り,ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リと非 ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リ

の婚 姻 を め ぐっ て,様 々 な紛 争 が 起 こ る可 能 性 が存 在 して い るの で あ る。 そ の 場 合,い か な る

法 律 の 下 で 「結 婚 」 す る の か,誰 が 儀 礼 を執 行 す るの か,改 宗 の 問 題 は ど うす る の か,儀 礼 の

食 事 は 誰 が 作 り何 を食 べ るの か,な どの 困 難 な 問題 に 直 面 す る こ と に な る。

　 この よ う に,オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム 改 宗者 の 出現 は,社 会 的 な 問題 ば か りで な く法 的

に も微 妙 な 問題 を投 げ か け て い る。 イ ス ラー ム改 宗 者 はム ス リム で あ るか ら イ ス ラ ー ム法 に従

う とい う こ とに な るの だ が,そ う 単純 に 言 い切 れ る もの で は な い 。 ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ ンで は,

オ ラ ン ・ア ス リ局 が ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リは オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ トに従 う必 要 は な い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (11)

とい う通 達 を発 して い る。 これ は ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リは イ ス ラ ー ム法 に従 う とい う原 則

を述 べ た もの で あ る。 一 方,オ ラ ン ・ア ス リ法 で は,オ ラ ン ・ア ス リが イ ス ラ ー ム な どの 宗 教

に 改 宗 して もオ ラ ン ・ア ス リで い る こ と を認 め て い る。 こ れ は ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リは必

ず し も イス ラ ー ム法 に従 う必 要 は な い とい う こ と を示 唆 して い るの で あ る。 この よ うに,オ ラ

ン ・ア ス リの イ ス ラー ム改 宗 者 の 法 的地 位 につ い て は,現 在 で も曖 昧 な ま ま に され て い る と指

摘 され て い る[Hooker　 1991:53,55-57,61,70-71]。 ドリア ン ・タ ワー 村 の場 合,ヌ グ リ ・ス ン

ビ ラ ンの オ ラ ン ・ア ス リ局 の 通 達 を受 け,原 則 的 に は,イ ス ラ ー ム に改 宗 した オ ラ ン ・ア ス リ

は ア ダ ッ トに従 う義 務 は な く,イ ス ラ ー ム 法 に従 う こ と に な っ,てい る。 しか し,実 際 には,オ

ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の 多 くが,ド リア ン ・タ ワ ー村 の ア ダ ッ トに従 わ な い か ら と

い って,イ ス ラ ー ム 法 に従 って い る とは 言 え な い状 態 に あ る。

3.　 ド リア ン ・タ ワ ー村 「上 の 人 々 」 と 「下 の 人 々」

　 1970年 代 の は じめ に,当 時 の オ ラ ン ・ア ス リ局 の 長 官(マ レー 人)が,ド リア ン ・タ ワー 村

で 人 類 学 的 な調 査 を行 っ て い る[Baharon　 1973]。 彼 の 調 査 時 に す で に,家 屋 の プ ロ ジ ェ ク トが
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実 施 され て い る。1970年 代 か ら1980年 代 に か け て,ゴ ム,養 魚 池,バ ナ ナ,ヤ ギ,そ して そ の

他 の様 々 な商 品作 物 な どの経 済 的 な 開 発 プ ロ ジ ェ ク トが 集 中的 に ド リア ン ・タ ワー 村 で 実 施 さ

れ た。 開 発 プ ロ ジ ェ ク トが 実 施 され た 要 因 の 一 つ に,ド リア ン・タ ワ ー村 の ア ダ ッ ト・リー ダ ー

で あ るバ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トが 当 時,オ ラ ン ・ア ス リ局 職 員 で あ り,村 と政 府 の 仲 介 役 を果

た して い た こ とが 挙 げ られ る。

　 開 発 プ ロ ジ ェ ク トの 結 果 と して,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トを 中 心 とす るグ ル ー プ と彼 の 農 業

経 営 に反 発 す るグ ル ープ の 間 の 政 治 的 ・経 済 的 ・社 会 的 格 差 は増 す こ とに な った 。 バ テ ィ ン ・

ジ ャ ング ッ トを 中 心 とす る ドリア ン ・タ ワ ー 村 の 中核 を形 成 す る人 々 は,上 述 の 家 屋 の プ ロ ジ ェ

ク トに ょ っ て村 の 丘 の 上 に移 り住 ん だ こ とか ら,「上 の 人 々」(orang　 atas)と 呼 ば れ る よ う に な

る。 そ れ に対 し,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トに反 発 し,オ ラ ン ・ア ス リ局 が 奨 め る開 発 プ ロ ジ ェ

ク トに積 極 的 に 参 加 しな か っ た よ うな 人 々 は,彼 らが従 来 の 居 住 地 で あ る丘 の 下 に住 ん で い る

の で,「 下 の 人 々 」(orang　 bawah)と 呼 ば れ る よ う に な る。 また,「 上 の 人 々 」 の 多 くが,ド リ

ア ン ・タ ワ ー村 の ア ダ ッ ト(adat)に 従 っ て い る こ とか ら,ア ダ ッ ト ・グル ー プ(puak　 adat)

と され るの に対 し,「下 の 人 々」の 一 部 は イ ス ラ ー ム に改 宗 した り,ア ル コ ー ル に耽 溺 した りす

る 人(大 半 が 男 性)が い るの で,宗 教 グル ー プ(puak　 ugama)あ る い は酔 漢 グ ル ープ(puak

mabuk)と され る。

　 開 発 プ ロ ジ ェ ク トに反 発 して い た 「下 の 人 々 」は,あ る意 味 で は,「森 の 生 活 」を 重視 す る 「森

の 民 」 で あ っ た 。 しか し,開 発 や 森 林 伐 採 に よ る森 林 産 物 の 減 少 や 森 の 環 境 の 変 化 が 原 因 で,

「森 の 生 活 」 だ け で は彼 ら は生 きて い くこ とが で きな くな る。 そ して,彼 らは環 境 の 変 化 に不

適 応 を引 き起 こ し,貧 困状 態 に 陥 って い た 。 しか し,「 建 設 的 差 別 」政 策(イ ス ラ ー ム 改 宗 者 優

先 政 策)の 下 で は,彼 ら に対 す る 開 発 や 援 助 が 蔑 ろ に され る傾 向 が 強 か っ た 。1990年 代 に は い

る と,「 下 の 人 々」の 一 部 の 人 々 は イ ス ラー ムへ 改 宗 し,開 発 プ ロ ジ ェ ク トや 援 助 を受 け る よ う

に な る。

　 一 方,「 上 の 人 々 」 は,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トを 中心 に オ ラ ン ・ア ス リ局 な ど の政 府 が 奨 め

る開 発 プ ロ ジ ェ ク トに積 極 的 に参 加 し,そ れ まで の狩 猟 ・採 集 を中 心 と した 「森 の 生 活 」 か ら

ゴム の採 取 を 中 心 と した 「村 の 生 活 」へ と生 業 を転 換 して きた 人 々で あ る。価 値 規 範 もヌ グ リ・

ス ン ビ ラ ン の マ レー人 の 母 系 の ア ダ ッ トを取 り入 れ,新 しい環 境 で あ る 「村 の 生 活 」 に 適 応 し

て きた 。 た だ し,イ ス ラー ム 化 に 対 して は,抵 抗,す な わ ち 改 宗 拒 否 の 姿 勢 を貫 い て い る。

　 「上 の 人 々」 と 「下 の 人 々 」 の 問 に は親 族 関 係 や 姻 族 関 係 が存 在 す る が,「 下 の 人 々 」 は,称

号 を保 有 す る2つ の 母 系 出 自集 団 に入 らな い 人 々 で あ る。 村 の権 力 構 造 に お い て周 縁 的 位 置 に

い る人 々 で もあ るの だ 。 した が っ て,「 上 の 人 々 」 か らす れ ば,「 下 の 人 々 」 の 一 部 の 人 々 の イ

ス ラー ムへ の 改 宗 は,そ れ ほ どの 脅 威 で は な か っ た 。 しか し,「下 の 人 々 」の紛 争 に関 して,「 上

の 人 々」 の 間 に しば しば 村 の主 導 権 を め ぐ る対 立 が 見 られ,そ れ が 紛 争 の解 決 を 困難 に させ て
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いる。本稿で報告する 「解決 されないインセス ト」は,「下の人々」の紛争をめ ぐる 「上の人々」

の間の村の主導権争い という側面 も否定できないのである。

4.イ ンセ ス トの 事 例

　次に,ド リアン ・タワー村のアダットの中でインセス トはどのように定義 されているのかに

ついて述べ る。そ して,比 較のために,「インセス トが解決され る」事例[事 例1]を 紹介する。

最後 に,本 稿の主題である 「インセス トが解決されない」事例[事 例2]を 紹介する。

4.1.　 ドリアン ・タワー村のアダッ トにおけるインセス ト

　本稿のはじめに引用 した彼 らの神話にあるように,イ ンセス トを行った者は,人 々から非難

を浴び,そ の村 にいられなくな り,村 を逃げ出すことがかつては多かったという。今 日でも,

他の村か ら移住 して来た人々に対 して,彼 らが出身村でインセス トが原因の紛争を起こし移住

してきた と噂 されることが しばしばある。ある近隣のオラン ・アス リの村では,父 親 と未婚の

娘が2人 で同居 している状態で娘が妊娠 した際 に,娘 とのイ ンセス トを疑われた父親が恥

(malu)を 感 じ自殺する事件が起 きたという6こ のように,イ ンセス トとは,疑 惑をもたれただ

けでも社会的制裁 を受ける 「違反」なのである。

　インセス トはスンバ ン(sumbang)と 言われるが,そ のスンバ ン概念は,ド リア ン・タワー村

の場合,い くつかの下位概念に派生 している。表2で は,ド リアン ・タワー村のスンバ ン概念

を整理 した。アダ ットに違反する親族関係のある男女の性行動はすべてス ンバ ン(sumbang)

と言われる。 ドリアン ・タワー村の場合,ス ンバ ンが適用 される親族関係の範囲は,お よそ第

2イ トコ以内の男女である。ただ し,そ の近親の度合いは,彼 らの系譜の記憶 とも関連す るの

で,一 概 に第2イ トコとも限定されない。お よそ第2イ トコが目安 となる。それを本稿では,

「スンバ ン」 と表記する。

表2　 ドリア ン ・タ ワー村 の イ ンセ ス ト(ス ンバ ン:sumbang)の 概 念

第2イ トコ以 内 ニ ュ ンバ ンあ る い は プニ ュ ンバ ン

ワ リス内

第3イ トコ以上 『ス ンバ ン』

ス ンバ ン

第2イ トコ以内 「ス ンバ ンJ

ワ リス外

第3イ トコ以上 スス ンバ ンの可能性

　 ス ンバ ンか ら派 生 す る言 葉 に ス ス ンバ ン(sesumbang)と い う言 葉 が あ る。 こ れ は,「 ス ンバ

ン」 よ りも外 延 の広 い概 念 で あ る。 こ の ス ス ンバ ンで は,男 女 の親 族 関係 は 問 わ れ な い 。 例 え

ば,男 女 が2人 き りで い る こ と(sesumbang　 pemandangan),年 長 者 の 前 で 男 女 が性 的 な こ と

を 話 す こ と(sesumbang　 percakapan),男 女 が2人 で ど こ か に 出 か け る こ と(sesumbang
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ikut-turut)な どが ス ス ンバ ンで あ る。 厳 しい 男 女 の 隔 離 が あ る ドリア ン ・タ ワ ー村 で は,未 婚

の男 女 の 接 近 は厳 し く禁 止 され る。 た だ し,こ れ は あ く まで 原 則 で あ り,現 実 は 異 な る こ と も

あ る。ス ス ンバ ン を何 度 も繰 り返 す よ うな 男 女 は,制 裁(hukum)を 受 け る か,強 制 的 に結 婚 さ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(12)
せ られ る。 タ ンカ ップ ・バ サ(tangkap　 basah)と い うの は,そ う した 男 女 が 保 護 者 に捕 ま り,

ア ダ ッ ト ・リー ダー が そ の 処 理(制 裁 か 結 婚 か)を 決 め る よ う な事 態 を さす 。

　 「ス ンバ ン」 や ス ス ンバ ンの 場 合,男 女 の 間 違 い(salah)を お か した男 女 の 多 くは,結 婚 す

る こ と に よ っ て 「ス ンバ ン」 あ る い はス ス ンバ ンの 状 態 を回避 す る。 つ ま り,未 婚 状 態 の 男 女

の性 関 係 を禁 止 す る ドリア ン ・タ ワー 村 に お い て は,「 結 婚 」 に よ っ て 「ス ンバ ン」 や ス ス ンバ

ンの 状 態 を 回避 す る解 決 法 が と られ て い る の で あ る。　 　 　 　 '…　 {

　 次 に,イ トコ婚 の 文 脈 で 考 え て み る。第2イ トコ以 内の 交差 イ トコ婚 の 場 合,「 ス ンバ ン」で

あ るが,問 題 な く 「結 婚 」 して い る例 が 多 い 。 た だ し,結 婚 の 形 式 は,通 常 の 婚 約 を経 た 「結

婚 」 で は な く,妊 娠 が 先 行 す る よ うな タ ン カ ップ ・バ サ に よ る結 婚 が 多 い。

　 第2イ トコ以 内 の 平 行 イ トコ婚 で も父 方 平 行 イ トコ婚 は,「 熱 い」 結 婚(kepanasan)と 呼 ば

れ,「 ス ンバ ン」 で あ り禁 止 さ れ る傾 向 が 強 い が,多 くの 場 合 「結 婚 」 に よ っ て 解 決 され る。 こ

れ も タ ン カ ップ ・バ サ に よ る結 婚 が 多 い。

　 そ して,本 稿 で 問 題 に な る母 方 平 行 イ トコ婚 の 場 合,そ の 禁 忌 度 は 非 常 に強 い。 か つ て は,

結婚 は許 さ れ な か っ た。 紐 で 縛 っ た 男 女 そ れ ぞ れ を7回 水 に沈 め る とい う水 付 け の 刑 が 課せ ら

れ た と い う。 そ して,そ の 段 階 で も死 な な い場 合 にか ぎっ て,深 夜 に 食 物 を持 たせ,集 落 か ら

追 い 払 う追 放 刑(halau)が 行 わ れ た と言 わ れ る。 そ う した 刑 が 実 際 に 行 わ れ た か ど う か は 別 に

して,そ の く ら いの 禁 忌 の 度 合 で あ っ た とい う こ とで あ る。 今 日で は,そ う した 刑 罰 を科 す こ

とは,刑 の 執 行 者 が 警 察 に捕 ま っ て しま うの で 行 え な い と彼 ら は い う。

　 母 方 平 行 イ トコ婚 の禁 忌 に は,彼 らが 母 系 出 自集 団 を親 族 関 係 の 核 とす る母 系 の ア ダ ッ トに

従 う こ とに 関連 して い る。母 系 出 自集 団 は厳 密 に は プ ル ッ ト(perut:子 宮)と され るが,ド リ

ア ン ・タ ワ ー 村 の 場 合 に は、母 系 の 原 理 で プ サ カ(pusaka:相 続 財 や 称 号)が 継 承 され るの で,

人 々 はプ ル ッ トの 代 わ りに ワ リス(waris:プ サ カ の継 承 者)と い う言 葉 で 母 系 出 自集 団 を 一 般

的 に表 現 す る。 母 方 平 行 イ トコ婚 の 禁 忌 は,こ の ワ リス 内 の 性 関係 及 び 婚 姻 の 禁 忌 と結 び つ い

て い る。 また,親 子 間,キ ョウ ダ イ間 な どの 第2イ トコ以 内 の すべ て の 血 族 の 者 同 士 の性 関 係

及 び 婚 姻 は禁 止 され て い る。 こ う した ワ リス 内 の 第2イ トコ以 内 の性 関 係 や 婚 姻 は,ニ ュ ンバ

ン(nyumbang)あ る い は プ ニ ュ ンバ ン(penyumbang)と 呼 ば れ(以 下 で は ニ ュ ンバ ン と記

述),特 に禁 止 され る。

　 母 方 平 行 イ トコ婚 で も,近 親 度 が 少 な い場 合 に は,「 結 婚 」が 可 能 とな るケ ー ス が あ る。そ れ

は,彼 らの 系 譜 の 記 憶,つ ま り系 譜 意 識 が 関 連 す る と考 え られ る。 彼 らの 系 譜 の 記 憶 は,生 者

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (13)
についての記憶 はあって も死者 についての記憶は薄い。そうした認識は系譜調査から得られた。
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彼 らの 現 在 の 名 前 は,通 常,イ ス ラ ー ム 式 で あ り,個 人 名 の後 に父 の名 前 が あ る。 た とえ ば,

Ayof　 bin　Ekalと い う人 の 場 合,　Ayofの 父 親 はEkalだ とい う こ とが 分 か るが,母 の 名 前 は 分

か らな い。 も し,Ayofの 母 親 が 彼 が小 さ い こ ろ に 亡 くな っ て い た 場 合 に は,母 の 名 前 す ら分 か

らな い こ とが あ り,多 くの場 合,人 々 は そ の 人 の 名 や 親 族 関 係 を記 憶 して い な い。 した が って,

祖 父 母(aki/wan)・ 曾 祖 父 母(moyang)の 世 代 の 人 々 につ い て,ほ と ん ど記 憶 が な い こ とが 多

い の で あ る。 そ の一 方,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トを は じめ とす るア ダ ッ ト ・リー ダー た ち は,

系 譜 の 知識 を熟 知 して い る。 だ か らこ そ,彼 らは あ る男 女 の 結 婚 が 可 能 か ど うか を判 断 で き る

の で あ る。近 親 度 が 少 な い と判 断 した 場 合(そ の 目安 は 第2イ トコで あ る とい う),結 婚 させ る

場 合 が あ る。 この よ うな ワ リス 内 の 第3イ トコ以 上 の イ ンセ ス トは,上 述 の 「ス ンバ ン」 と同

様 に,「 結 婚 」 に よっ て 解 決 され る。 こ う した イ ン セ ス トを本 稿 で は 『ス ンバ ン』 と表 記 す る。

　 この ス ンバ ン概 念 の検 討 を通 して 分 か る こ と は,複 数 の価 値 規 範 の混 在 で あ る。 彼 らの 社 会

は,バ ハ ロ ン[Baharon　 1973]が 指 摘 す る よ う に,双 系 的 な 親 族 関 係 に母 系 的 な イ デ オ ロ ギ ー(母

系 の ア ダ ッ ト)が 加 わ っ た と見 な す こ と も可 能 で あ る。「ス ンバ ン」 とは 双 系 的 に 辿 る こ との で

[事例1] [事例2]

「上 の 人 々」 「下 の 人 々」

1　 ジ ャナ ン ・ ミサ イ　(Jenang　 Misai)

2　 バ テ ィン ・ジ ャ ング ッ ト　(Batin　 Janggut)

3　 マ ニ ョ(Manyo)

4　 ジェ ク ラ ・グム ゥ(Jekerah　 Gemuk):後 にム ン トゥ リ(Menteri)に 昇 格

5　 ア ド ゥナ ン(Adunan):イ ス ラー ム改 宗者 の長

6　 ブ ン トゥ(Buntu):イ ス ラー ム改 宗 者

7　 ポ ン ド(Pondo):イ ス ラ ーム 改宗 者?

8　 テ イカ(Tikak)

9　 ザ イ ダ(Zaida)

10　 コ ンチ ョン(Konchon)

11　 メ ラ(Merah):イ ス ラー ム改 宗 者?

図3　 インセス トの系譜図
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きる近 親 の 男 女 の性 関 係 及 び婚 姻 の 禁 忌 で あ る。 さ ら に言 え ば,ス ス ンバ ン に見 られ る男 女 の

隔 離 の観 念 は,ま さ にマ レー ・ム ス リム社 会 の そ れ で あ る。 そ して ニ ュ ンバ ン とは,母 系 の イ

デ オ ロ ギ ー と連 動 す る もの で あ る。

　 た だ し,こ こ で は,複 数 の価 値 規 範 の 混 在 を指 摘 す るだ け で な く,彼 らが そ う した 一 見 す る

と矛 盾 あ る い は錯 綜 した 価 値 規 範 を い か に して 自 らの 社 会 に取 り込 み,彼 ら 自身 の 価 値 規範 あ

る い は ル ー ル と して 使 い こ な して い る の か,と い う こ と に焦 点 を 当 て る。 具 体 的 に は,男 女 の

「間違 い 」 を宗 教 警 察 で は な く保 護 者 自 らが捕 ら え て解 決 す る こ と(タ ンカ ップ ・バ サ)で あ っ

た り,「 ス ンバ ン」 に対 しア ダ ッ トに よ る制 裁 を加 え て,「 結 婚 」 に よ っ て解 決 す る こ とで あ っ

た り,『 ス ンバ ン』 の論 理 を導 入 して,ニ ュ ンバ ン と され る男 女 む 「結 婚 」 させ て し ま う こ と な

どが 挙 げ られ る だ ろ う。

　 次 に,そ う した彼 らの ア ダ ッ トの 運 用 方法 を,具 体 的 事 例 の 中 で 見 て い こ う。 比 較 の た め に

取 り上 げ る[事 例1]は,『 ス ンバ ン』 の 事 例 で あ り,[事 例2]が,ニ ュ ンバ ンの 事 例 で あ る

(図3参 照)。

4.2.解 決 され る イ ンセ ス ト[事 例1]

　 こ こ で は,『 ス ンバ ン』 と して結 婚 した カ ップ ル の 事 例 を取 り上 げ る。

　 彼 らが タ ンカ ップ ・バ サ に よ って 結 婚 した の は1985年 の2月 の こ とだ っ た とい う。 そ の と き

す で に ザ イ ダ(Zaida)は 第1子 を お 腹 に 身 ご も っ て い た 。 現 在(1997年),夫 コ ン チ ョ ン

(Konchon)は34歳,妻 ザ イ ダ は30歳 で,子 供 は4人(11歳 の 男 子,8歳 の女 子,1歳 の 双 子 の

女 子)で あ る。

　 系 譜 を見 る と,彼 らの 関 係 は 第3イ トコ と も とれ る し,第2イ トコ と も とれ る。 つ ま り,第

1世 代 の女 キ ョウ ダ イ を起 点 に す れ ば第3イ トコで あ る し,第2世 代 の 異 母 キ ョウ ダ イ を起 点

にす れ ば 第2イ トコ とな る。 ド リア ン ・タ ワー 村 の 親 族 関 係 に お け る彼 らの位 置 は,バ テ ィ ン

な ど の ア ダ ッ ト・リー ダ ー の 称 号 の保 有 集 団 の一 員 で あ る。 そ の 意 味 で も,[事 例2]の カ ップ

ル とは 異 な る。

　 実 際 に,妊 娠 の 事 実 が 発 覚 した と きに,そ の 処 理 をめ ぐっ て混 乱 が あ っ た と い う。 しか し,

結 局,彼 らは 「結 婚 」 す る こ とに な っ た。 そ の 決 断 を下 した の は,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トで

あ っ た 。ザ イ ダ の母 親 マ ニ ョ(Manyo)の 兄 で もあ るバ テ ィ ン・ジ ャ ング ッ トの解 釈 は,た と え

彼 らが 同 じワ リス の成 員 で あ っ て も第3イ トコで あ る(第2イ トコ で は な く)の で,『ス ンバ ン』

と見 な し結 婚 させ る とい う もの で あ っ た 。 婚 姻 儀 礼 は,通 常 は イ ブ ・パ パ(妻 側 の 母 系 出 自集

団 の 長)や ア ダ ッ ト ・リー ダ ー(lembaga　 adat)が 執 行 す る が,こ の 場 合 に は バ テ ィ ン ・ジ ャ

ン グ ッ ト自身 が 執 行 した 。他 の 人 で は,「 結 婚 」 させ た こ と に よっ て 降 りか か る 「災 難 」 に 耐 え

られ な い か ら で あ る。 そ れ く らい 重 大 な決 断 で あ っ た 。 男 女 双 方 の 親 族 に罰 金 刑 が 科 せ ちれ,

コ ンチ ョン とザ イ ダ は,彼 らが所 属 して い た ワ リス が持 つ プ サ カ(pusaka:土 地 な どの相 続 財
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や 称 号)の 諸権 利(相 続権 ・継 承権 ・用 益 権 ・成 員 権)を 剥 奪 され た 。

　 「ス ンバ ン」 に よ る結 婚 の 際 に も男 女 双 方 の親 族 に罰 金 刑 は科 せ られ るが,通 常 の 「ス ンバ

ン」 と違 うの は ワ リス つ ま り母 系 出 自集 団 の 成 員 権 の剥 奪 で あ る。 そ の 場 合 に,彼 らの4人 の

子 供 た ち の 処 遇 問 題 が 浮上 す る が,そ れ は 次 の よ う に処 理 され る とい う。 コ ンチ ョン とザ イ ダ

は,死 ぬ ま で ワ リス の成 員権 を 回復 す る こ とは で き な い が,そ の 子 供 た ち は 回復 す る可 能 性 が

残 され て い る と い う。 そ れ は,彼 らの 結 婚 を決 断 したバ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トで は な く,次 代

の バ テ ィン が就 任 した と き に,ワ リス の 長 マ ニ ョ(こ の 場 合 は男 性 側 で は な く,女 性 側 で あ る)

に赦 しを請 う儀 礼 を行 い,成 員 権 を回 復 す る とい う もの で あ る。

　 彼 らの 「結 婚 」が 可 能 に な っ たの は,ザ イ ダ の親 で あ る マ ニ ョ とウ カ ル(Ukal)が バ テ ィ ン ・

ジ ャ ン グ ッ トら ド リア ン ・タ ワ ー村 の ア ダ ッ ト ・リー ダ ー た ち と友 好 的 な 関 係 に あ った こ とに

起 因 す る。 そ の 意 味 で,[事 例2]の 父 親 ア ドゥナ ン(Adunan)が バ テ ィ ン・ジ ャ ング ッ トら と

対 立 関 係 に あ る こ と とは対 照 的 で あ る。 ただ し,彼 らが 結 婚 した後,両 親(マ ニ ョと ウカ ル)

は 一 時 的 に精 神 的 病(gila)に な っ た とい わ れ,ザ イ ダの 姉 エ ノ ン(Enon)も 不 眠 症 にな っ た い

わ れ て い る。 そ の 原 因が,こ の 結 婚 に あ る とい う人 もいれ ば,そ うで は な い とい う人 もい る。

　 ド リア ン ・タ ワ ー 村 の ア ダ ッ ト ・ リー ダー た ち が 所 属 す る母 系 出 自集 団 に とっ て み れ ば,こ

の 結 婚 は一 種 の 「汚 点 」 で あ り,彼 ら に反 発 す るグ ル ー プ か ら は こ の 結 婚 が 非 難 の 対 象 とさ れ

る。 バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トら に反 発 す る人 々 か らみ れ ば,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トが ニ ュ ン

バ ンの カ ップ ル を結 婚 させ た と い うこ と に な るの で あ る。

4.3.解 決 さ れ な い イ ン セ ス ト[事 例2]

　 筆 者 が この イ ンセ ス トの 話 を聞 い た の は,ド リア ン ・タ ワ ー村 で 世 帯 調 査 を行 っ て い る時 で

あ った 。 ジ ェ ク ラ ・グ ム ゥ(Jekerah　 Gemuk:後 に ム ン トゥ リMenteriに 昇 格)の 家 で,調 査

助 手 ア サ ッ ト(Asat)の 助 け を借 りな が ら話 を聞 い て い る と,ジ ェ ク ラ ・グ ム ゥが 「日本 で は 自

分 の 姉 の 娘 と結 婚 で きる の か?」 と訊 い て きた の で あ る。「日本 で は 無 理 だ 」と筆 者 が 答 え る と,

彼 は 「自分 の 弟 ア ドゥナ ンの 娘 メ ラ(Merah)が 彼 女 の 母 親 ブ ン ト ゥ(Buntu)の 弟 ポ ン ド

(Pondo)と 結 婚 して 子 供 も い る の だ 」と言 うの で あ る。「そ れ は 間 違 い(salah)で は な い か 」と

筆 者 が 言 う と,「 間違 い だ が 仕 方 な い 」 と彼 は答 え,「 イ ス ラ ー ム だ か ら」 と付 け 加 え た 。

　 そ れ まで,オ ラ ン ・ア ス リの 「結 婚 」 の 奇 抜 さに慣 れ て い た 筆 者 で は あ っ たが,こ の イ ンセ

ス トの 話 に は動 揺 した 。 彼 らの 間 に は 子 供 が い る とい う こ とな の で,子 供 に精 神 的 ・身 体 的 異

常 は な い の か と筆 者 は訊 い た 。 ジ ェ ク ラ ・グ ム ゥ も調 査 助 手 アサ ッ ト も,「 ど ん な 子供 が 生 ま れ

て こ よ う と も育 て る しか な い 」 と言 う。 ドリア ン ・タ ワ ー村 で は近 親 婚 が 多 く,彼 ら は近 親 婚

の 事例 を経 験 的 に 知 っ て い る。「狂 人」(orang　 gila)や 身 障 者 は,近 親 婚 の 結 果 で あ る と しば し

　 　 　 　 　 　 　 (15)

ば 言 及 され て い る。

　 そ の 後 の 調 査 の 中 で,イ ンセ ス トを お か して い る と され る彼 らの 情 報 が 入 っ て きた 。 しか し,
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イ ス ラ ー ム 問 題 が絡 ん で お り,娘 の 両親 が イ ス ラ ー ム 改 宗 者 と い う こ と もあ っ て,彼 ら と直 接

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (16)

話 を す る こ とは で き なか っ た 。 以 下 は,間 接 的 に 集 め た情 報 を筆 者 な りに 整 理 した もの で あ る。

　 彼 らは,男 性 ポ ン ドを エ ゴ にす る と彼 の 姉 ブ ン トゥの 娘 メ ラ と 「結 婚 」 した こ と にな る。 ポ

ン ドは20歳,メ ラは17歳(1997年 現 在)で あ っ た が,す で に 子 供 が2人 い た。 した が っ て,彼

らが 実 際 に 「結 婚 」 した の は,ポ ン ドが18歳 こ ろ,メ ラが15歳 こ ろ の こ とで あ る。 ド リア ン ・

タ ワ ー村 で は,妻 方 居 住 が 主 流 で あ り,2人 は ポ ン ドに とっ て は姉 ブ ン トゥの 家,メ ラ に とっ

て は母 親 ブ ン トゥの 家 とい う よ う に,同 じ家 に住 ん で い た の で あ る。 彼 らの 「結 婚 」 は,妊 娠

の 事 実 が 先 行 した もの で あ り,娘 の 妊 娠 を 知 っ た両 親 が,婚 姻 を処 理 す るバ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ

トらア ダ ッ ト ・リー ダー た ち にそ れ を持 ち込 ん だ の で あ る。　 　… 　 '

　 しか し,こ の よ うな 「結 婚 」 は ドリア ン ・タ ワ ー村 の ア ダ ッ トで は,処 理 し きれ な い問 題 で

あ り,ア ダ ッ トに従 えば2人 を 「結 婚 」 させ る こ とは 不 可 能 で あ っ た の で,メ ラ の父 親 で あ る

ア ドゥナ ン とバ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トらア ダ ッ ト ・ リー ダ ー た ち と は対 立 した とい う。 す で に

両 親 は イ ス ラー ム に 改 宗 して お り,ド リア ン ・タ ワ ー 村 の ア ダ ッ トに従 わ な い 傾 向 が 強 か っ た。

　 間 接 的 な 情 報 に よ る と,彼 ら(両 親 側)は イ ス ラ ー ム で あ れ ば 認 め て も ら え る と思 った ら し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 {17)
く,ポ ンドはイスラームに改宗 しようとしたらしい。 しか し,結 局,彼 は自分の身分証明書を

取 り上げられて しまった という。その後,彼 はオラン ・アスリ局に申し出て身分証明書 を作 り

直 し,そ の際に,自 分の父親の名前(通 常の身分証明書には,本 人の名,bin/bintiの 次に父親

名が記 される)で はな く,母 方の祖父の名前を身分証明書に書 き込み,他 村のバティンに承認

のサインをもらい,新 しく身分証明書 を作 り直 したというのである。

　このイスラーム改宗と身分証明書に関する噂話について,筆 者は次のように解釈 している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (18)
イスラームに改宗す ると,彼 らは従来の名前を捨て,新 たに名前を登録する。 したがって,イ

スラームに改宗すれば,こ のインセス トのカ ップルの名前は抹消され,出 自も消えるわけであ

り,そ のことがイスラーム改宗の動機になったと考えられる。従来の身分証明書を取 り上 げら

れたのは当然のことであるが,イ スラームへの改宗について,名 前を変える以上の意図は彼 ら

にはなかったのか もしれない。別の身分証明書を新たに作ったのは,そ うした彼 らの意図の現

れで もある。その場合,対 立 しているこの ドリアン ・タワー村のバティン ・ジャングッ トには

承認が得 られなかったので,近 くの村のバ ティンの承認のサインをもらうことで,オ ラン ・ア

ス リ局に偽 り(紛 失などの理由をつけて),祖 父の名前が記された新 しい身分証明書 を作成 した

のであろう。

　ポンドのキョウダイたち(非 ムス リム)の 証言では,ポ ンドはイスラーム改宗者であるとい

うことであった。メラの方 も,両 親が改宗 していることもあ り,イ スラーム改宗者である可能

性は高い。むろん,一 端,州 のイスラーム局に登録 をしてしまえば,彼 らは形式上はムス リム

である。 しか し,こ のような名前の変更が行われているとす るならば,イ スラーム法 との抵触
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は 問題 に な らな い の か も しれ な い。 なぜ な ら,新 しい 名 前 で は,彼 らの 出 自が 抹 消 され て い る

か らで あ る。 彼 らが こ の よ うな 確 信 犯 的 な偽 装工 作 を行 っ た とは に わ か に は 信 じが た い が,結

果 的 に は,イ ス ラー ム に 改 宗 す れ ば従 来 の 出 自 ・名 前 が 抹 消 され る の は確 か なの で あ る。

　 また,実 際 に は,彼 らの 「結 婚 」 に つ い て は,彼 らが イ ス ラー ム 改 宗 者 で あ っ た と して も,

「オ ラ ン ・ア ス リで あ る」 と い う理 由 で イ ス ラ ー ム 局 が 放 置 して い る可 能性 も否 定 で きな い
。

近 隣 に 住 む マ レー 人 に は,こ の イ ンセ ス トの 事 実 は 知 られ て い な か っ た ら しい 。

　 メ ラの 両 親 の キ ョウ ダ イ た ち(非 ム ス リム)は,こ の 「結 婚 」 につ い て は 渋 い表 情 で筆 者 に

話 して い た し,ド リア ン・タ ワ ー村 の 多 くの 人 々 も時 に は怒 りを示 しな が ら,「 こ の結 婚 は 間 違

い(salah)で あ る」 と非 難 す る。 ま た,こ の よ う な 状 態 が 続 い て い る こ と を 「恥 ず か し い

　 　 　 　 　 　 　 (19)

(malu)」 と も言 う。

　 そ の 一 方 で,当 事 者 本 人 や 彼 らの 両 親 が,こ の イ ンセ ス トを容 認 して い る と い うこ とは 注 目

さ れ る。 ま た,父 親 のバ テ ィ ン・ジ ャ ン グ ッ トとの確 執 が 噂 され る息 子 テ イカ(Tikak)は,バ

テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トが ア ダ ッ トに よっ て 彼 らを 「結 婚 」 させ な か っ た こ と を非 難 して い た と

い う。

　 結 局,彼 らは イ ス ラー ム 方 式 の 婚 姻 も不 可 能 と判 断 し,森 の 中 で 一 週 間 過 ごす こ とで ア ダ ッ

トに よ る制 裁(追 放 刑)を 受 け た と して,「 同 棲 」生 活 を続 け て い る。子 供 も現 在 まで の と こ ろ

2人 い る。 バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トら ド リア ン ・タ ワ ー 村 の ア ダ ッ ト執 行 者 た ち は,そ の よ う

な処 理法 に不 満 で あ る。 しか し,メ ラ の 両親 が イ ス ラ ー ム 改 宗 者 で あ り,ド リア ン ・タ ワー 村

の ア ダ ッ トに従 わ な い こ とを 理 由 に,直 接 的 な介 入 を 行 え な い状 態 が 続 い て い る。 一 方,イ ス

ラ ー ム法 に抵 触 す る彼 らの 「結 婚 」 で あ るが,彼 らが 「オ ラ ン ・ア ス リで あ る」 た め に,イ ス

ラ ー ム 局 は無 視 の 姿 勢 を とっ て い る。 彼 らが イ ス ラ ー ム に改 宗 して い る と して も,彼 らの 「結

婚 」 が イ ス ラ ー ム 局 に 「登 録 」 され て い るわ け で は な い の で,イ ス ラ ー ム法 に よ る処 理 を行 う

こ とが で き な い の か も しれ な い 。

5.分 析 と 考 察

　マレー ・ムス リム社会を中心 とす るマレーシアの中で,非 ムス リムを核 とするオラン ・アス

リ社会 は周縁社会の1つ を構成 している。英国植民地期 に今 日のマレー人とオラン・アス リと

いう概念が創出されたが,マ レーシア独立以降,非 ムス リムであるオラン ・アス リに対するマ

レー人の差別意識は深刻化 している。そうしたマ レー人のオラン ・アス リに対す る差別的な意

識や態度は,華 人やイン ド人などの他のエスニシティのオラン ・アスリに対す る意識や態度に

伝染 している。つまり,華 人やイン ド人 もオラン・アス リを蔑視 した り,差 別的な態度をとっ

た りするのである。そうした状況の中で,少 数者であるオラン ・アスリと他のエスニシティの

間の通婚は限定 される傾向にある。植民地期以前に見られたマレー人や華人 との通婚が難 しく
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なっているのである。

　オラン・アスリ女性 と華人の仲買人(tauke)と の 「結婚」やマ レー人社会の周縁者 との 「結

婚」な どが,彼 らの今 日の通婚形態の特徴である。オラン ・アスリ女性 とインドネシア人出稼

ぎ労働者 との 「結婚」 も増加 している。つま り,オ ラン ・アス リ(特 に女性)と 結婚するのは,

それぞれの社会で周縁者 となっている者たちなのである。

　こうした他のエスニシティとの通婚状況の中で,少 数民族であるオラン ・アスリ社会では内

婚傾向が強 まっている。なぜな ら,他 のエスニシテ ィの結婚相手の選択範囲が限定 されている

からである。オラン ・アス リ社会におけるイスラーム改宗者の増加は,こ うした傾向をさらに

強めている。相手がムスリムのオラン ・アス リならば,改 宗 を理由に結婚 を断念する人 もいる。

そして,オ ラン ・アス リ社会 に存在する階層構造 もまた,結 婚相手を限定させている。 ドリア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(20)
ン ・タワー村の場合,「 下の人々」の男性が 「上の人々」の女性 と結婚する可能性 は低い。

　 [事例2]の 場合,ポ ンドを中心に考 えると,彼 の結婚相手は極めて限定されていたことが

分かる。村内の 「上の人々」 との結婚 は望めない し,他 のエスニシティの女性 との結婚 も望め

ない。た とえ,彼 がイスラーム改宗 を厭わないとして も,貧 しいというイメージを持つ被差別

民オラン ・アス リの男性 と結婚 しようというマレー人女性は非常に少ないだろう。なぜ彼が 自

分のメイと性関係 を持ったのかは最後 まで謎 として残るのだが,彼 が結婚相手(あ るいは性交

の相手)を 極めて限定された範囲の中から選択 しなければならなかったということは確かなの

である。

　本章では,第4章 の2つ の事例を,ア ダットによる 「解決」の意味,ド リアン ・タワー村の

権力構造,ア ダット,イ スラーム,国 家という枠組の中で考察する。

5,1.ア ダッ トによる 「解決」の意味

　アダットによる制裁 は,経 済的制裁以外の意味 もある。[事例1]の インセス トは明らかにア

ダットに対する 「違反」(salah)で ある。これはアダッ トに従 った方法で処理されないと,よ り

「危険」(bahaya)な 状況 を生 じさせ る事柄である。彼 らは,未 婚の男女の性関係を回避するた

めに,ア ダットに従 い 「結婚」によってそうした性関係の 「違反」を処理する。そうした論理

を持つ彼らにとっては,イ ンセス トの性関係が処理されていない状況 というのは,当 事者ばか

りでな く親族にも病気や事故などの様々な災いを引き起こす 「危険」な状況を意味する。[事例

1]の 場合,ア ダットによる制裁を行って も,結 局のところ,「 自己の責任」(tangung　sendiri)

ということが言われたが,そ れはアダッ トによる制裁にこうした 「呪術的」な意味合いが含 ま

れているか らである。生 まれて くる子供が障害 を負っていようと,親 族関係 に混乱 をもたらそ

うと,親 族の誰かが病いにかかろうと,結 局は 「自己の責任」の もとで解決 してい くしかない。

ただ,ア ダット・リーダーたちにできることは,「違反」をアダッ トに従って制裁することで,

い くらかで も災いの原因を取 り除 き,「危険」な状況を回避す ることなのである。そうした論理
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が,ド リア ン ・タ ワー 村 の ア ダ ッ トに は 存 在 して い る と考 え られ る。

　 ま た,ア ダ ッ トに よ る制 裁 を執 行 した とい う事 実 は,第3者 か らの 中傷 ・噂 に歯 止 め を か け

る こ と に も役 立 つ。 ア ダ ッ トに よ る制 裁 と は言 え,罰 金 刑 の 執 行 者 と受 刑 者 の 間 に は親 族 関 係

が あ り,親 族 内 の 「掟 」 と も言 え る ア ダ ッ トに よ る制 裁 は儀 礼 的 で す らあ る。 ま た,罰 金 の 額

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (21)

そ の もの も高 額 で は な い。

　 こ う した ア ダ ッ トに よ る紛 争 処 理 を法 的 に可 能 に して い る の は,す で に述 べ た よ うに,オ ラ

ン ・ア ス リ とい う特 別 な地 位 と,そ もそ も彼 らが 「婚 姻 登 録 」 を行 う習 慣 が な い とい うこ と に

起 因 して い る。 た だ,ア ダ ッ トに よ る紛 争 処 理 法 は,国 家 法 と抵 触 す る場 合 に,制 限 が 加 わ る。

た とえ ば,結 婚 す ら も許 さ れ な い[事 例2]の よ うな イ ンセ ス トが 起 こ っ た場 合,ア ダ ッ トで

は水 付 け の 刑 とい う い わ ば死 刑 や 追 放 刑 を執 行 す る こ と に な る の だ が,そ れ で は執 行 者 が殺 人

者 に な って しま っ た り,結 果 的 に居 住 権 や 生 活 権 な どの 国 家 法 に抵 触 す る可 能性 もあ る 。

　 た だ,そ う した 国 家法 との 抵 触 の 問 題 が あ った と して も,[事 例2]の 当事 者 で あ る彼 らが ア

ダ ッ トに よ る何 らか の 制 裁 を 受 け る の で あ れ ば,少 な くと も 「危 険 」 な状 況 は い く らか 回 避 で

きる と考 え られ て い る。 ポ ン ドと メ ラ が一 週 間 森 で 生 活 した こ とが 「追 放 刑 」 と解 釈 され た の

は,イ ンセ ス トに よ る災 い の 回避 の 意 味 もあ る。 しか し,ア ダ ッ ト ・リー ダ ー か らす れ ば,そ

れ は彼 らア ダ ッ ト ・リー ダ ー に よ る制 裁 で な けれ ば な ら な い とい う こ とに な る。 ドリア ン ・タ

ワ ー村 の 多 くの 人 々 が 心 配 す るの は,こ の イ ンセ ス トが 原 因 で 引 き起 こ され る紛 争 や 災 い で も

あ る の だ 。

5.2,ド リア ン ・タ ワー 村 の権 力構 造 　 　 「上 の 人 々」 と 「下 の人 々 」

　 [事例2]の イ ンセ ス トを メ ラの 両 親 や バ テ ィン ・ジ ャ ン グ ッ トの 息 子 テ イ カが 容 認 して い

る理 由 は,[事 例1]の イ ンセ ス トの 「結 婚 」 をバ テ ィ ン・ジ ャ ング ッ トが許 可 した か らに ほ か

な らな い 。つ ま り,ア ド ゥナ ンや テ イカ に と って は,[事 例1]と[事 例2]は 共 に ニ ュ ンバ ン

(ワ リス 内 の 第2イ トコ以 内 の イ ンセ ス ト)な の で あ る。一 方,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トは[事

例1]の イ ン セ ス トを,『 ス ンバ ン』(ワ リス 内 の 第3イ トコ以 上 の イ ン セ ス ト)と して 解 釈 し,

そ れ を処 理 した。 しか し,[事 例2]の イ ン セ ス トに つ い て は,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トは,ニ ュ

ンバ ン と解 釈 し,「 結 婚 」 は不 可 能 で ア ダ ッ トに よ る制 裁 が 必 要 で あ る と判 断 した 。

　 [事例1]と[事 例2]を 比較 した場 合 に,親 族 関 係 が 注 目 され る。[事 例2]の 親 族 は,メ

ラ の 父 親 ア ドゥナ ン をの ぞ け ば ア ダ ッ ト ・リー ダ ー の称 号 の 保 有 集 団 に属 さ な い人 々 で あ る。

実 際 に,そ の 親 族 はバ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トらが 奨 め た 経 済 開 発 プ ロ ジ ェ ク トに は積 極 的 に参

加 しな か っ た 「下 の 人 々」 で あ っ た。 ゴム の 採 取 を主 た る生 業 とす るバ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ ト

を 中 心 とす る 「上 の 人 々」 に 対 して,彼 ら 「下 の 人 々 」 は,現 在 で もプ タ イ(petai)や ロ タ ン

(rotan)な どの森 林 産 物 の採 取 に従 事 した り,華 人 が 雇 い 主 の 日雇 い 労 働 に従 事 す る 人 が 多 い 。

比 較 的 安 定 した収 入 を得 られ る ゴ ム の採 取 と収 入 が 安 定 しな い 森 林 産 物 の採 取 の 間 に は,経 済
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的 な 格 差 が 生 じて い る。

　 バ テ ィ ン・ジ ャ ング ッ トを は じめ とす る ア ダ ッ ト・リー ダー と対 立 して い るア ド ゥナ ンや テ イ

カ は,「 上 の 人 々」 に範 疇 化 され る。[事 例2]の イ ン セ ス トは,こ の 「上 の 人 々 」 の 間 の村 の

主 導 権 を め ぐ る対 立 の 中 で 語 られ る場 合 が 多 い。従 来 は 「上 の 人 々 」 で あ るが,「 下 の 人 々 」で

あ るブ ン トゥ と結 婚 した ア ドゥナ ンの イ ス ラー ム 改 宗 も,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トら との対 立

が 原 因 で あ っ た と も言 わ れ る。

　 こ う した コ ンテ ク ス トの 中 で説 明 で き る こ と は,な ぜ[事 例1]が 解 決 され て,[事 例2]が

解 決 され て い な い か,と い う点 で あ る。 す な わ ち,[事 例1]は バ テ ィ ン・ジ ャ ング ッ トを は じ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (18)

め とす る 「上 の 人 々 」 に とっ て,彼 らが 主 張 す るア ダ ッ トに 対 す る重 大 な 「違 反 」 な の で,[事

例1]は ア ダ ッ トに よっ て 解 決 され る必 要 が あ っ た。 一 方,[事 例2]の イ ンセ ス トは,「 上 の

人 々 」 の 間 の 主 導 権 争 い の 「道 具 」 と して使 わ れ る が,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トを は じめ とす

る 「上 の 人 々 」 に とっ て は,結 局 の とこ ろ,「 下 の 人 々 」 の 問題 な の で あ る。 「下 の 人 々」 は,

バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トを は じめ とす る 「上 の 人 々 」 に反 発 を感 じて い て,「 上 の 人 々」 が主 張

す る ア ダ ッ トに従 っ た処 理 方 法 に従 わ な い傾 向 が あ る 。 さ らに,メ ラの 両 親 が イス ラ ー ム 改 宗

者 で あ り,当 事 者 も また イ ス ラ ー ム 改 宗 者 で あ る可 能 性 も否 定 で きな いの で,彼 らの 紛 争 に介

入 した場 合 に,「 反 イ ス ラー ム」の レ ッテ ル を政 府 か ら貼 られ る危 険 性 も あ る の で,村 の ア ダ ッ

ト ・リー ダ ー た ち は 関 与 しな い とい う政 治 的 判 断 を して い るの で あ る。

　 結 果 的 に,[事 例2]の イ ンセ ス トに対 して,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トを は じめ とす るア ダ ッ

ト・リー ダー た ち は,[事 例1]の よ うな ア ダ ッ トに よ る 「解 決 」 を行 え な い,あ る い は 行 わ な

か っ た。 そ れ は,「 下 の 人 々 」 の イ ス ラー ム 改 宗 者 が,イ ス ラ ー ム を いわ ば後 楯 に して,ア ダ ッ

ト ・リー ダ ー と対 峙 して い るか らで あ る。 「上 の 人 々 」 の 反 バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ ト派 も また,

しば しば イ ス ラー ムや 国 家 を後 楯 に して,バ テ ィン ・ジ ャ ン グ ッ トの 権 威 に挑 戦 して い る。 こ

う した村 の対 立 構 造 が,「 イ ンセ ス トが 解 決 さ れ な い状 況 」をつ く りだ して い る こ とは否 定 で き

な いだ ろ う。 しか し,そ う した 村 の 対 立 関 係 を生 じ させ て い る原 因 の 多 くが,ド リア ン ・タ ワ ー

村 の 場 合,開 発 政 策 や イ ス ラ ー ム 化 政 策 な どの 国 家 に よ るオ ラ ン ・ア ス リ社 会 へ の 介 入 に あ る

こ と も また否 定 で きな い の で あ る。

5.3.ア ダ ッ ト,イ ス ラ ー ム,国 家

　 今 日の オ ラ ン ・ア ス リ社 会 は,村 の ア ダ ッ トの 規 範 だ け で な く,イ ス ラー ム法 の 規 範 や 警 察 ・

裁 判 な どの 国 家 の 論 理 が 介 在 す る場 で あ る。 ア ダ ッ トに よ る制 裁 を不 服 とす る者 た ち が,警 察

に通 報 す れ ば,そ の時 点 で ア ダ ッ トに よ る紛 争 処 理 は そ の 効 果 が な くな るか らで あ る。 ま た,

ア ダ ッ トに よ る制 裁 が 国 家 法 に抵 触 す る場 合 に は,紛 争 は国 家 法 に従 っ て処 理 され る とい う原

則 も存 在 す る。

　 ドリア ン ・タ ワ ー村 の 場 合,ス ンバ ン と され る近 親 婚 の 多 くは,村 の ア ダ ッ トに従 い 制 裁 が
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課 せ られ て い るの だ が,そ う した 「制 裁 」 は村 の 中 で は認 め られ る もの の,外 部 者 に と って 容

認 で き な い場 合 も あ る。そ して,ス ンバ ン をア ダ ッ トに よ る制 裁 とい う手 続 き を踏 ん で 「結 婚 」

させ る と い う紛 争 処 理 法 は,オ ラ ン ・ア ス リ社 会 の 内 部 で は容 認 され て も,マ レー 人 な どの 外

部 者 に は認 め られ な い こ とが 多 い。 マ レー 人 は,オ ラ ン ・ア ス リの 「結 婚 」 を制 約 の な い 「自

由」(bebas)な 結 婚 と しば しば 中傷 す る。例 え ば,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トが 自分 の 息 子 の 妻 の

妹 と 「結 婚 」 して い た り,姉 妹 と同 時 に 「結 婚 」 して い た りす る こ とは,イ ス ラ ー ム法 で は禁

止 され て い る の で[cf.遠 峰1976:34],近 隣 の マ レー 人 や オ ラ ン ・ア ス リ局 の マ レー 人役 人 の 中

に は,バ テ ィ ン・ジ ャ ン グ ッ トは 「間 違 っ た 結 婚 」 を して い る と非 難 す る人 もい る。 ドリア ン・

タ ワ ー村 の ア ダ ッ トに お い て も,彼 の こ う した 「結 婚 」 は ス ンバ ン と して 「違 反 」 と され る。

バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ トは こ う した 自分 の 「結 婚 」 をア ダ ッ トに よ る制 裁 を受 け た上 で の 「結

婚 」 で あ る と主 張 す るが,そ う した主 張 は ドリア ン ・タ ワ ー村 の 内 部 で通 用 す る の み で あ る。

　 イ ス ラー ム法 とオ ラ ン ・ア ス リ(ド リア ン ・タ ワ ー村)の ア ダ ッ トとの 間 で,イ ンセ ス ト概

念 の外 延 に差 異 が 見 られ る とい う こ と も事 情 を複 雑 に す る。 つ ま り,バ テ ィ ン ・ジ ャ ング ッ ト

の 「結 婚 」 と は対 照 的 に,ド リア ン ・タ ワー 村 で ス ンバ ン(「 ス ンバ ン」や 『ス ンバ ン』 を含 む)

と され ア ダ ッ トに よ る制 裁 を 受 け る 「結 婚 」 が,イ ス ラー ム 法 に は 「抵 触 」 しな い場 合 も あ る

とい う こ とで あ る。例 え ば,[事 例1]の 『ス ンバ ン』の 場 合,イ ス ラ ー ム法 の 原 則 か らす る と,

禁 止 され る 「結 婚 」 で は な い 。

　 た だ,概 して,イ ス ラ ー ム法 を原 則 とす る ム ス リム の マ レー 人 の 結 婚 観 か らみ れ ば,オ ラ ン・

ア ス リの 「結 婚 」 は,イ ス ラ ー ム 法 廷 に お いて 刑 罰 を受 け る よ うな 「間違 っ た 結 婚 」 が 多 い と

い う印象 が 強 い。 バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トの ス ンバ ンの 「結 婚 」 の 場 合,彼 が ア ダ ッ トに従 っ

て制 裁 を受 け て い る と弁 明 して も,マ レー 人 に は制 約 の な い 「自由 」 な結 婚 に見 え るの で あ る。

　 [事例2]の メ ラの 両 親 が イ ス ラ ー ム 改 宗 者 で あ る こ とや 当事 者 が イ ス ラー ム 改 宗 者 で あ る

可 能 性 も あ るの で,イ ス ラ ー ム法 の 問 題 が絡 ん で くる 。 既 に述 べ た よ う に,ヌ グ リ ・ス ン ビ ラ

ンの オ ラ ン ・ア ス リ局 が 通 達 した 文 書 に よれ ば,イ ス ラー ム に 改 宗 した オ ラ ン ・ア ス リは,オ

ラ ン・ア ス リの ア ダ ッ トに従 う必 要 は な い とい う こ とに な って い る。 オ ラ ン ・ア ス リの イ ス ラー

ム 改 宗 者 に は村 の ア ダ ッ トが適 用 で きな い と い う こ の 原 則 は,村 に イ ス ラ ー ム 法 が 入 り込 む 余

地 を 与 えて い る一 方 で,イ ス ラー ム 改 宗 者 が 村 の ア ダ ッ トに従 わ な い こ と を正 当化 す る言 説 を

う み だ して い る。イ ス ラ ー ム 法 は 国 家法 に組 み 込 まれ て お り,成 文法 で は な い マ レー 人 の ア ダ ッ

トは裁 定 の 際 に考 慮 され る一 方 で,オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ トは,オ ラ ン ・ア ス リ行 政 の指 針

の 中 で は尊 重 さ れ て は い る もの の,国 家 法 の 中 で は考 慮 され な い と言 わ れ る[Hooker　 1976:177]。

　 マ レー 人,ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リ,非 ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リが どの よ うな 「法 」 に

従 うか と い う こ と につ い て,「 婚 姻 」 に関 して ま とめ る と表3の よ うに な る。 問題 に な るの は,

ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リの 法 的 地 位 の 問題 で あ る。イ ス ラー ム に 改 宗 した こ とで 彼 らが マ レー
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表3　 婚姻 に関す るイ スラーム法 とアダ ッ ト

マ レー 人

ム ス リム の オ ラ ン ・ア ス リ

非 ム ス リムの オ ラ ン ・ア ス リ

マ レー 人 の ア ダ ッ ト

O

X

X

イ ス ラ ー ム法

0

△

X

オ ラ ン ・ア ス リの アダ ッ ト

X

X

0

○:従 う,△:曖 昧 　×:従 わない

人 に な る とい うこ とな ら ば,彼 ら はマ レー 人 の ア ダ ッ トや イ ス ラー ム 法 に従 う こ とに な る。 し

か し,法 制 度 的 に は,彼 らは マ レー 人 に な る こ とは な く,オ ラ ン ・ア ス リの ま ま で あ る。 た だ,

ム ス リム で あ る とい う こ と か ら,可 能 性 と して は,イ ス ラー ム法 に従 う とい う こ とが 残 るで あ

ろ う。

　 しか し,実 態 と して は,オ ラ ン ・ア ス リの村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 が イ ス ラー ム法 に従

う と い う可 能 性 は 低 い。 そ して,多 くの オ ラ ン ・ア ス リが そ うで あ る よ う に,ポ ン ドとメ ラ は

「婚 姻 登 録 」 を 行 っ て い な い い わ ば 「内 縁 関係 」 に あ る
。 こ う した事 情 は,彼 らが た とえ イ ン

セ ス トを行 っ て い るム ス リム だ と して も,イ ス ラー ム 法 の適 用 を難 し くさせ て い る原 因 に な っ

て い る。 この よ う に村 レベ ル の イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の 法 的 地 位 と実 態 を か ん が え て み る と,彼 ら

に適 用 す る法 的 手 段 や 規 範 が な い こ と に気 づ く。

　 [事例2]の イ ス ラー ム 改 宗 者 た ち は,結 果 的 に は,オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ トに も,イ ス

ラー ム法 に も,国 家 に も従 わ な い 「法 的 真 空 状 態 」 に あ る。 こ う した状 況 は,オ ラ ン ・ア ス リ

社 会 とい う周縁 社 会 に 生 じた 「さ ら な る周 縁 化 」 の 現 象 と言 え るだ ろ う。 そ れ は,オ ラ ン ・ア

ス リ社 会 に介 在 す る ア ダ ッ ト,イ ス ラ ー ム,国 家 とい う法 な らび に 価 値 規 範 の 競 合 状 態 に 帰 因

す る。 こ う して,イ ス ラー ム 改 宗 者 の 出現 と,彼 らを め ぐる法 的 な 処 遇 問 題 は,様 々 な紛 争 の

形 を とっ て表 出 して い るの で あ る。

お　わ　 り　 に

　本稿では,オ ラン・アス リのインセス トをめ ぐる実践 を通 して,「解決 されないインセス ト」

という状況を生 じさせているオラン ・アス リ社会の現状を記述 してきた。アダット,イ スラー

ム,国 家 という価値規範の競合状態の中で,人 々のアイデ ンティティは揺 らいでいる。そうし

た状況は,時 には人々の倫理観 にも重大な影響 を与えている。本来ならば,厳 しく禁止される

はずの[事 例2]の ようなインセス トは,当 事者および親族のアダット・リーダーに対する不

信感 と対立,イ スラームへの改宗を通 して得 られる恩恵,ア ダッ トに対抗するためのイスラー

ムや国家法の流用などが原因 して,ア ダッ トによる 「解決」が行われていない。

　マレーシアにおいては,イ スラーム という宗教は,地 域の政治や経済 と密接 に結びついてい

る。そうした社会的 ・政治的 ・経済的文脈 において,非 ムス リムであるオラン ・アスリの人々
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が イ ス ラー ム 化 に どの よ う に対 応 して い るの か とい う こ とが 本 稿 で の 視 座 で あ っ た。 村 の 中 で

イ ス ラ ー ム 改 宗 者 が 増 加 す る こ と に よっ て,そ れ まで の 村 の 社 会 秩 序 に微 妙 な 影 響 を与 え て い

る。 そ して,そ う した村 内 の社 会 秩 序 の 変化 は,マ レー シア の イ ス ラー ム が持 つ 社 会 的 ・政 治

的 ・経 済 的 作 用 の な か で は,も はや 村 の 対 立 関係 に 帰 結 さ れ る もの で は な くな っ て い る。 「解 決

され な い イ ンセ ス ト」 の 状 況 を通 して見 え て くるの は,そ う した オ ラ ン ・ア ス リ社 会 を取 り巻

く現 状 で あ った 。

　 本 稿 で の議 論 を以 下 の よ う に整 理 して み よ う。

　 マ レー シ ア 独 立 以 降 の オ ラ ン ・ア ス リ とマ レー 人 は,主 と して 「イ ス ラ ー ム 」 とい う規 準 に

よ って,「 非 ム ス リム 」 の オ ラ ン ・ア ス リ と 「ム ス リム」 の マ レー 人 と に区 別 され るが,1980年

代 以 降 の イ ス ラー ム化 政 策 に よ り,「 ム ス リム」 の オ ラ ン ・ア ス リが 出現 して い る。 そ う した オ

ラ ン ・ア ス リの イ ス ラ ー ム 改 宗 者 の 出 現 は,オ ラ ン ・ア ス リの 村 の社 会 秩 序 に影 響 を与 え て い

る。 ドリア ン ・タ ワ ー村 の ア ダ ッ トは,オ ラ ン ・ア ス リが 置 か れ て い る法 的 に特 別 な地 位 や 行

政 的 な 習 慣 に よ っ て,一 定 の 自律i生 を保 っ て きた ・ しか し,そ う した状 況 は イ ス ラー ム 改 宗 者

の 出 現 に よっ て 変 化 しつ っ あ る。

　 ド リア ン ・タ ワー 村 の 場 合,開 発政 策 に よっ て,村 の 社 会 秩 序 に 変化 が 起 こ っ て い た 。 開 発

プ ロ ジ ェ ク トの 過 程 で,バ テ ィ ン ・ジ ャ ン グ ッ トを 中心 とす る 「上 の 人 々」 の グ ル ー プ と,彼

に反 発 し開 発政 策 を拒 否 して い た 「下 の 人 々」 の グル ープ の 問 に政 治 的,経 済 的,社 会 的 な格

差 が 生 じて い た 。 しか し,1990年 代 に入 り,「下 の 人 々」の 一 部 が イ ス ラ ー ム に改 宗 し,オ ラ ン ・

ア ス リ局 に よ る 「建 設 的差 別 」 政 策 の 恩 恵 を受 け る よ う に な る と,そ れ まで の村 の 社会 秩 序 に

微 妙 な 影 響 を与 え る よ うに な る。従 来,「 下 の 人 々」 は 「上 の 人 々」 の 主 張 す る ア ダ ッ トに従 わ

な い 傾 向 に あ った が,「 下 の 人 々」の イ ス ラー ム改 宗 者 た ち は,イ ス ラー ム を後 楯 に して,ア ダ ッ

トに よ る 「や り方 」 に ほ とん ど従 わ な くな る。 この よ うな 状 況 の 中 で,[事 例2]の イ ンセ ス ト

は起 こ っ たの で あ る。

　 [事例2]の イ ンセ ス トに対 して,ア ダ ッ ト・リー ダ ー た ち は,[事 例1]の よ うな ア ダ ッ ト

に よ る 「解 決 」 を行 え な か っ た。 そ れ は,「 下 の 人 々」 の イス ラ ー ム 改 宗 者 が,「 イ ス ラー ム 」

を後 楯 に して,ア ダ ッ ト ・ リー ダ ー と対 峙 して い るか らで あ っ た 。 オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ ト

に対 す る イ ス ラ ー ム 法 と国 家 の 牽 制 とい う状 況 も また,ア ダ ッ ト ・リー ダー が[事 例2]の イ

ンセ ス トを ア ダ ッ トに よっ て 「解 決 」す る こ と を躊 躇 させ て い た。 さ ら に,「 上 の 人 々 」 に とっ

て み れ ば,[事 例2]の イ ン セ ス トは,結 局 の と こ ろ,「 下 の 人 々 」 の 問題 で あ る とい う こ と も,

[事例2]の イ ンセ ス トが 「解 決 」 され な い状 況 をつ く りだ して い た。

　 オ ラ ン ・ア ス リ社 会 は,マ レ ー ・ム ス リム 社 会 を中 心 とす るマ レー シ ア 国 家 の 中 で は,周 縁

社 会 を構 成 して い る。 オ ラ ン ・ア ス リの そ う した周 縁 庄 は,結 婚 とい う文 脈 に も及 ん で い る。

被 差 別 民 で あ るオ ラ ン ・ア ス リは,他 の エ ス ニ シ テ ィ との 通 婚 が 限 定 され る傾 向 に あ る。 こ う
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した状 況 は,結 果 的 に,オ ラ ン ・ア ス リの 内婚 傾 向 を強 め て い る。 内 婚 は,時 に は,イ ス ラー

ム法 で 禁 止 さ れ る近 親 婚 に な る こ と もあ る。 オ ラ ン ・ア ス リの ア ダ ッ トに お い て も,そ う した

近 親 婚 はス ンバ ン と して禁 止 され て い るが,ス ンバ ン を ア ダ ッ トに よ る制 裁 とい う手 続 き を踏

ん で 「結 婚 」 させ る とい う処 理 法 は オ ラ ン ・ア ス リ社 会 の 内 部 で は 容 認 され て も,外 部 者 に は

認 め られ な い。

村の対立関係のなかで,イ スラームや国家が人々に流用されていることも注目される。アダッ

ト・リーダーに反発する人々は,し ば しばイスラームや警察及び政府 を村 内の権力闘争のため

に利用 している。しか し,そ うした村内の対立関係を生 じさせている原因の多 くが,ド リアン・

タワー村の場合,開 発やイスラーム化などの国家によるオラン ・デス リ社会への介入にあるこ

とも否定で きない。

　 [事例2]の イスラーム改宗者は,結 果的に,村 のアダットにも,イ スラーム法 にも,国 家

にも従わない 「法的真空状態」にある。こうした状況は,オ ラン ・アス リ社会 という周縁社会

における 「さらなる周縁化」の現象 と捉 えることがで きよう。

本稿で紹介 した事例は極めて特異であったが,オ ラン ・アス リ社会の一断面を象徴 している

ことは確かである。ただ,提 示 した資料 は不十分であったので,今 後は事例研究を積み重ね,

ここで指摘 したようなオラン ・アス リ社会の現状の特徴をさらに実証 していきたい。
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注

(1)イ ンセ ス ト(近 親相 姦)に 関 す る人類学 的研 究 で は,特 にイ ンセ ス ト ・タブー の問題 と外 婚制

　 の 問題 が,主 要 な論点 とな って きた[Fox　 1977;1983]。 それ は,な ぜ イ ンセ ス ト・タブm外 婚制

　 が存在 す るの か を問 う論争 で あ り,人 類 社会 に とって イ ンセ ス ト ・タブーや 外婚 制 が いかな る意味

　 を持 つの か とい うこ とに関す る様 々 な観 点 か らの解釈 で あ った。 た とえば,イ ンセ ス トをお かす と

　 親族 関係 に混 乱 が生 じるため に忌避 した とい う説,遺 伝 的 な危 険性 を指 摘 す る説,子 供 の時 に親 し

　 くして いた者 の 問で は,思 春期 以 降,性 的 に無 関心 に なる とい う説,イ ンセス トをおか した い とい

　 う普 遍的 欲望 を抑 制す るため に タブー を課 す とい うフ ロイ ト説 な どが挙 げ られ て いる。マ リノ フス

　 キー は,フ ロイ ト説 を応 用 し,イ ンセ ス トが行 われ ると争 いが生 じ,集 団 の崩壊 につ なが るので,

　 集 団維 持 の ため に イ ンセ ス ト ・タブー が機 能 して い ると主張 した。一 方,レ ヴ ィ=ス トロー ス は,

　 イ ンセ ス ト ・タブー に よって 人類 は 「社 会 」の成 立 を可 能 にす る と主張 した。 すな わ ち,イ ンセ ス

　 トが禁止 され るこ とに よって,外 婚 が行 わ れ,同 盟 が結 ばれ,社 会 が成 立 す る と主張 したの で ある。
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　た だ し,レ ヴ ィ=ス トロー スの 解釈 は,イ ンセス ト ・タブ ー と外 婚制 を混 同 して い る と しば しば指

摘 され る。 イ ンセ ス ト ・タブ ーに関 しては さ しあた って須藤[1989]を 参 照。

(2)マ レー シア にお け る調査 は,予 備調査(1995年12月 か ら1996年2月)と ヌグ リ ・ス ンビ ラン州

　 ジェルブ 県の オ ラ ン ・アス リの村 での本調 査(1996年6月 か ら1998年9月)に 分 かれ る。本調 査 の

調 査地 は2ヵ 村 で,1996年6月 か ら12月,1996年12月 か ら1998年9月 に それ ぞれ滞在 した。本稿 の

デ ータ は,後 半の比 較 的長期 に滞 在 した村 の デー タ を中心 に してい る。 なお,現 地調 査 の前半 で は,

財団法 人 民族学 振興 会平 成7年 度渋沢 研 究助成 金 と富士 ゼ ロ ックス小林 節太 郎 記念基 金 か ら研 究助

成 を受 け,後 半 は,平 成8年 度 文部省 ア ジァ 諸国等 派遣 留学 生制 度 に よ り調 査 が可 能 とな った。 そ

れ ぞれの機 関 に対 して,記 して感 謝 す る次第 で ある。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

(3)マ レー語 で,オ ラ ン(Orang)は 「人」 を意 味 し,ア ス リ(Asli)は 「元 来 の,高 貴の 」を意味

す る。 オラ ン ・アス リは,Aboriginesの マ レー 語訳 で ある。 「オ ラ ン・ア ス リ」 が公称 として採 用 さ

れ たの は,1966年 の こ とで あ る[Mohd　 Tap　 1990:31]。 オ ラ ン・ア ス リは,入 種 ・言語 ・「伝 統 的」

生業形 態 を基準 に,行 政 上 の理 由か ら,3つ のサブ ・グル ープ に分 類 され て い る(ネ グ リ ト系,セ

　ノ イ系,ム ラユ ・アス リ系)。 本稿 で扱 うの は,ム ラユ ・アス リ系 の トゥム ア ン(Temuan)で あ る。

　マ レー半 島南部 の ム ラユ ・アス リ系 のグル ープ は,北 部 の ネグ リ ト系 ・セ ノ イ系 の グル ープ とは異

な り,「マ レー人」 との人種 ・言語 ・生業 形態 にお いての連続 性 が強 い[cf.前 田1966:125]。 彼 ら

　 を 「オ ラ ン ・アス リ」 た ら しめ て い るの は,非 ム ス リム の土着 民 とい う 「宗教 」的基 準 で ある。

(4)ビ ドゥア ンダにつ いて は,[Wilkinson　 1971[1911]:283-287;Winstedt　 1934:43]に そ の由来

　につ いて の記述 が あ る。

 

(  5  ) Tan Sri  A.Samad Idris, Abdul Muluk Daud, Haji Muhammad Tainu, Norhalim  Hj. 
 Ibrahim 1994 Luak Jelebu. Seremban: Jawatankuasa Penyelidikan Budaya Muzium Negeri, 

 Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri Sembilan.

(6)オ ラ ン・アス リの奴隷 略 奪の 問題 につ いて は,か つ て論 じた こ とが あ る[信 田1996b:193-194]。

(7)　 「マ レー人 」 は,マ レー シアの憲法 の中 で定義 され てお り,「 オ ラ ン・アス リ」 は1954年 に発布

　 され たい わゆ るオ ラ ン ・ア ス リ法(Aboriginal　 Peoples　 Act>で 定義 され て い る(1974年 に一 部修

正)。

(8)　 「裁 判 人」 としてのバ テ ィン(Batin)の 呪術 的力(あ るい は邪 術的 力)は,村 人が最 も畏 れ る

　 もの で あ る。 「裁 判」 にお いて,証 言の 信 愚性 を求 め る場 合 に,バ テ ィ ンの レガ リアで あ るク リス

　 (keris:剣)が 使 用 され る こ ともあ る。証 言者 の証 言が怪 しい場合 に,そ の ク リス を跨 がせ,そ の勇

気が あ るか ど うか(事 実か どうか)を 試 す ので あ る。嘘 をつ いて い る証 言者 は,「 災 い」 を畏 れ て,

　その ク リス を跨 ぐこ とが で きず に,事 実 を証 言 す る とい う。

(9)　 レイプ 事件 は村 で数 年前 に起 きたが,警 察 に報告 され る こ とな く,「罰 金」刑 に よって処理 され

　た とい う。 殺 人の場 合 に も,殺 人者が 他村 に逃 亡 し,被 害 者 が原 因不 明の まま,埋 葬 され るこ と も

　あ った とい う。 他村 で はあ るが,そ う した理 由で逃 亡 して きた人 の話 が残 って い た。 しか し,そ れ

が外部 者 との紛 争 では異 な る。1996年 に村 の あ る青年 がマ レー人女性 を レイプ したが,彼 は その後

警察 に捕 ま り,裁 判 を受 け,刑 務所 に入 って い る。

(10)彼 らの 「婚 姻」 を管 理 して い るの は オ ラン ・アス リ局で あ るが,オ ラ ン ・アス リ局 は世帯調 査

　 を行 うの みで,い わゆ る 「婚 姻登録 」 の制 度 は設 けてい な い。

(11)そ れ は,ウ ンダ ン ・ジ ョホール(Undang　 Johol)か ら,ス グ リ ・ス ン ビラ ン,ム ラカ州支 局の

　オ ラ ン ・アス リ局 を経 由 して,バ テ ィンに通達 され た。

(12)マ レー シアの イス ラー ム法 にお け るkhalwatと い う罪の こ と。ムス リムの 男女(一 方の場 合 に

　 も)が 隔離 された 空聞 に2人 き りで い る場 合 には,し ば しば通 報 を受 け た宗教 警察 に よって逮捕 さ

　れ る。 通 常,マ レー語で タ ンカ ップ ・バ サ(tangkap　 basah)と 言 われ る イス ラーム的 な男女 の 隔離

　の観念 が,オ ラ ン ・ア ス リ社 会 に も導 入 され てい るので あ る。 しか し,宗 教 警察 で はな く,男 女の

保 護者 に よって 「逮捕 」 され る ところが,オ ラ ン ・アス リ流 の タ ンカ ップ ・バ サで あ り,マ レー 人

　の い うタ ンカ ップ ・バサ とはそ の意味 内容 が異 な る。

(13)親 族 関係 は家や 祖先 を中心 に した もので はな く,ヌ グ リ・ス ンビラ ンのマ レー 人 につ いてPelez

　 [1988]が 指摘 す るよ うな キ ョウ ダイ関係 を中心 とした もの で あ る。 それ が,系 譜 の忘却 に影 響 を
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与 え てい る と思 われ る。 そ う した親 族 関係 は双系 的 にた ど られ る傾 向が 強 いが,ヌ グ リ ・ス ン ビラ

　ンで は,そ れ に母系 の イデ オ ロギー(ア ダ ッ ト)が 重 な って い る。 そ う したヌ グ リ ・ス ン ビラ ンの

マ レー人の 重層 的 な親族観 念 が,オ ラ ン ・ア ス リ杜 会 に影響 を与 えて い る と言 え よう。

(14)　 ただ し,こ う した処 置 は形式 的 であ り,実 際 の 日常生 活で は,ワ リスの成 員 との 交流 は活 発 に

　行 っ てい る。

(15)村 の人 々 は程 度 の差 こそあ れ,何 らかの親 族 関係 に よ って結び つ いて い る。 したが って,大 半

　の村 内婚 は親 族 ど う しの結婚 とな る。 村 内で は,本 稿 で紹 介す る事例 の 他 に も,母 系 出 自集団 内 の

結婚 の事 例 も観 察 され た し,婚 外性 交 の騒 動 の末 の結婚 の事 例 も観察 され た。 そ う した ドリア ン ・

　タワー村 の近 親婚 をめ ぐる包 括的 な諸 問題 につ いて は,稿 を改 め て論 じるこ とに したい。 そ う した

近親 婚 と彼 らの精 神 的 「病 」の 関係 は不確 定 な部分 が 多 いの だが,村 の 人 口約300人 の うちいわ ゆ る

狂 人(orang　 gila)と 呼 ばれ る人 は,5,6人 で,「 狂 った」(gila)経 験 を持 つ 人(Ong[1987]が

報告 した よ うな集団 ヒステ リー状 態)は10数 人 に及び,し ば しば その原 因が 「闇違 った結婚 」(近 親

婚)に あ る とされ る。ちなみ に,マ レー世界 の独特 の精 神 的 「病 」で あ るラ ター(latah)[cf.　 Winzeler

　1995]の 状 態 にあ る人 は,20人 を こえ る。

(16)筆 者 は,こ の カ ップ ル の両親 をは じめ とす るイス ラ ーム改 宗者 た ちの何 人か に,世 帯調 査 をは

　 じめ とす る調 査 を拒否 され てい た。 しか し,そ れ は少 な くと も筆 者 の個 人的気 質 に よ る もので は な

　 く,筆 者 が村 で 置か れ てい た位 置(バ テ ィンを は じめ とす る村 の リー ダーの側 で調 査 を して いた)

　に原因 す る調査拒 否 で あ った。 したが って,筆 者 と彼 らの 間 には,会 えば挨拶 をす る程 度 の関係 は

　あ り,表 立 っ た対 立 関係 は なか った。

(17)彼 らの この よ うな イス ラー ム観 は,彼 らが イス ラー ムに対 す る知識 を持 って い なか った こ とに

由来 す る。 マ レー シア では公 立の 小 ・中学 校 で は 「イス ラーム」 につ いての教 育 を行 って お り,そ

れ は非 ムス リム の オ ラン ・アス リで も例 外 で はな いが,村 の イス ラーム 改宗者 た ちの 多 くは,学 校

教 育 を受 けて いな いため に,イ ス ラーム の様 々な知 識 につ いて は伝 聞 に頼 る以 外 に なか った。 しか

　 し,そ れ は,彼 らが 無知 で文 盲 であ る とい う問題 では な く,彼 らにそ う したイス ラー ムや外 部 の情

報 が入 っ てこ ない構 造が 存在 す る とい う問題 と して捉 え られ るべ きで あ る。

(18)イ スラー ム改 宗者 の父 の名 は,Abdullahで あ る。 た とえば,　Angkin　 bin　Ichanと い う人が,イ

　ス ラー ム に改宗 す る とAdunan　 bin　Abdu11ahと い う名前 にな る。

(19)　 また,生 まれ た子供 の心 身 の状 態,親 族 関係 の混乱,こ の ような イ ンセ ス トの結果 と して起 こ

　 りうる様 々 な紛 争 な どが,懸 念 され た。

(20)村 の居 住規則 は,妻 方居 住 であ るた め に,結 婚 後 は男性 が女 性 の とこ ろに移動 す る。 したが っ

　て,上 層 の 男性 が下 層の女 性 の ところへ移 動 す るこ とは さ した る問題 には な らな い し,実 例 も多 い

が,逆 の場 合 には,女 性側 にか な りの リスク を伴 う場合 が あ るため か,そ う した事例 は少 なか っ た。

(21)罰 金 額 は,村 内者 に対 して は,バ テ ィンで は重 い罪でRM48(Ringgit　 Malaysia:1ringgit=当

時約50円)で あ り,通 常 はRMI4で ある。また,バ テ ィン よ り下 の称号 を持 つ リー ダー に よ る罰金 額

　は,RM7.30で あ る。外部 者 に対 して は,そ の金 額 は交渉 に よる。他村 の場 合,　RM2,000と い う罰

　金額 を聞 いた こ とが あ る。
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